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44ア
メ
リ
カ

労
働
組
合
員
は
非
組
合
員
よ

り
も
賃
金
、
福
利
厚
生
手
当

額
が
上
回
る

　

民
間
企
業
の
労
働
組
合
員
は
非
組

合
員
と
比
べ
て
高
い
賃
金
を
得
て
い

る
だ
け
で
な
く
、
雇
用
主
が
負
担
す

る
福
利
厚
生
手
当
額
が
上
回
っ
て
い

る
と
す
る
報
告
が
、
労
働
省
統
計
局

よ
り
な
さ
れ
た
。
雇
用
主
負
担
の
福

利
厚
生
手
当
額
で
特
に
そ
の
差
が
大

き
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
二
〇
〇
一

年
か
ら
二
〇
一
一
年
ま
で
の
一
〇
年

間
に
、
時
間
あ
た
り
で
三
ド
ル
に
差

が
拡
大
し
た
。

縮
ま
る
賃
金
額
と
拡
が
る
福
利
厚

生
手
当
額

　

ま
ず
、
民
間
企
業
の
組
合
員
と
非

組
合
員
の
一
時
間
あ
た
り
賃
金
が
二

〇
〇
一
年
か
ら
二
〇
一
一
年
ま
で
の

一
〇
年
間
で
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た

か
み
て
み
よ
う
（
表
）。
二
〇
〇
一

年
に
一
八
・
三
六
ド
ル
だ
っ
た
組
合

員
の
賃
金
は
二
〇
一
二
年
に
は
二

三
・
〇
二
ド
ル
へ
と
伸
び
て
い
る
。

一
方
、
非
組
合
員
は
一
四
・
八
一
ド

ル
か
ら
一
九
・
五
一
ド
ル
に
な
っ
た
。

そ
の
差
は
ど
ち
ら
も
お
よ
そ
三
・
五

ド
ル
と
ほ
と
ん
ど
開
い
て
い
な
い
。

　

次
に
、
一
時
間
あ
た
り
の
福
利
厚

生
手
当
額
を
み
て
み
よ
う
。
二
〇
〇

一
年
の
組
合
員
で
九
・
四
五
ド
ル
が
、

二
〇
一
一
年
に
は
一
四
・
六
七
ド
ル

に
伸
び
た
。
非
組
合
員
は
同
時
期
に
、

五
・
一
八
ド
ル
か
ら
七
・
五
六
ド
ル

に
な
っ
て
い
る
。
一
〇
年
間
で
そ
の

差
が
四
・
二
七
ド
ル
か
ら
七
・
一
一

ド
ル
へ
と
拡
大
し
た
格
好
だ
。

　

一
〇
年
の
伸
び
率
で
は
違
っ
た
様

相
が
浮
か
び
上
が
る
。
賃
金
額
で
は

組
合
員
が
約
一
・
二
五
倍
、
非
組
合

員
が
約
一
・
三
二
倍
、
福
利
厚
生
額

で
は
組
合
員
が
約
一
・
五
五
倍
、
非

組
合
員
が
約
一
・
四
六
倍
だ
っ
た
。

つ
ま
り
、
組
合
員
は
賃
金
額
の
上
昇

幅
が
非
組
合
員
よ
り
も
低
い
分
を
福

利
厚
生
額
の
上
昇
幅
で
取
り
戻
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
（
な
お
、
比
較
に

用
い
ら
れ
た
数
字
は
す
べ
て
三
月
期

の
も
の
）。

サ
ー
ビ
ス
、
建
設
等
、
製
造
等
で

大
き
い
組
合
員
と
非
組
合
員
の
賃

金
格
差

　

二
〇
一
二
年
一
二
月
の
組
合
員
と

非
組
合
員
の
賃
金
格
差
を
職
業
別
に

み
た
場
合
、
そ
の
差
が
も
っ
と
も
低

か
っ
た
の
が
販
売
等
で
一
・
九
七
ド

ル
、
つ
い
で
管
理
・
専
門
職
で
二
・

七
七
ド
ル
の
差
だ
っ
た
。

　

一
方
、
組
合
員
と
非
組
合
員
の
差

が
広
か
っ
た
の
が
、サ
ー
ビ
ス
の
九
・

二
九
ド
ル
、
天
然
資
源
・
建
設
の
一

〇
・
二
六
ド
ル
、
製
造
・
輸
送
・
資

材
運
搬
の
七
・
三
七
ド
ル
だ
っ
た
。

　

組
合
員
に
対
す
る
非
組
合
員
の
賃

金
率
で
み
る
と
、
サ
ー
ビ
ス
が
も
っ

と
も
低
い
五
三
・
二
％
、
つ
い
で
、

天
然
資
源
・
建
設
の
六
四
・
五
％
、

製
造
・
輸
送
・
資
材
運
搬
の
六
五
・

六
％
、
販
売
等
の
八
九
・
〇
％
、
管

理
・
専
門
職
の
九
二
・
六
％
だ
っ
た
。

年
金
、
医
療
、
有
給
休
暇
の
取
得

で
組
合
員
と
非
組
合
員
に
差

　

福
利
厚
生
手
当
を
内
容
別
に
み
た

場
合
で
も
、
組
合
員
と
非
組
合
員
の

間
に
差
が
あ
る
。
と
く
に
、
確
定
給

付
型
年
金
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
、
個
人

的
理
由
に
よ
る
有
給
休
暇
取
得
に
お

い
て
差
が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
た
。

　

雇
用
主
負
担
の
福
利
厚
生
サ
ー
ビ

ス
に
誰
で
も
利
用
で
き
る
と
す
る
数

値
を
一
〇
〇
と
し
た
場
合
、「
確
定
給

付
型
年
金
」
で
組
合
員
が
八
二
、
非

組
合
員
が
二
一
、「
医
療
サ
ー
ビ
ス
」

で
組
合
員
が
九
三
、
非
組
合
員
が
六

九
、「
個
人
的
理
由
に
よ
る
有
給
休
暇

取
得
」
で
組
合
員
が
五
九
、
非
組
合

員
が
三
八
、「
生
命
保
険
」
で
組
合
員

が
八
五
、
非
組
合
員
が
五
七
と
、
そ

の
差
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

　

確
定
給
付
型
年
金
は
将
来
の
給
付

額
を
保
証
す
る
も
の
で
、
掛
け
金
を

負
担
す
る
も
の
の
給
付
額
が
減
っ
て

も
埋
め
合
わ
せ
な
い
確
定
拠
出
型
と

比
べ
て
安
定
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
有
給
休
暇
の
付
与
に
は
、

日
本
と
異
な
り
、
ほ
と
ん
ど
の
州
で

法
的
義
務
が
な
い
。
そ
の
種
類
も
、

有
給
休
日
、
有
給
病
気
休
暇
、
有
給

旅
休
暇
、
個
人
的
理
由
に
よ
る
有
給

休
暇
に
わ
か
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、

有
給
病
気
休
暇
が
組
合
員
の
八
四
、

非
組
合
員
の
六
四
、
個
人
的
理
由
に

よ
る
有
給
休
暇
が
組
合
員
の
五
九
、

非
組
合
員
の
三
八
と
な
っ
て
い
る
。

【
参
考
資
料
】
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イ
ギ
リ
ス

移
民
の
純
流
入
数
が
前
年
比

三
分
の
二
に
減
少

　

統
計
局
が
五
月
に
公
表
し
た
移
民

統
計
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
二
年
九
月

ま
で
の
一
二
カ
月
間
の
純
流
入
数

（
流
入
数
か
ら
流
出
数
を
差
し
引
い

た
人
数
）
は
一
五
万
三
〇
〇
〇
人
で
、

前
年
か
ら
お
よ
そ
三
分
の
二
に
減
少

し
た（
図
）。就
学
お
よ
び
家
族
帯
同
・

呼
び
寄
せ
を
目
的
と
す
る
移
民
流
入

数
の
減
少
が
影
響
し
て
い
る
。

留
学
生
が
急
速
に
減
少

　

統
計
は
、
一
年
以
上
滞
在
予
定
の

入
国
者
の
流
出
入
に
関
す
る
も
の
。

う
ち
流
入
者
数
は
五
〇
万
人
で
、
前

年
（
二
〇
一
一
年
九
月
ま
で
の
一
二

カ
月
間
）
か
ら
八
万
一
〇
〇
〇
人
の

減
と
な
っ
た
。
就
学
目
的
の
流
入
数

は
一
九
万
人
で
前
年
か
ら
五
万
六
〇

〇
〇
人
減
、
ま
た
家
族
の
帯
同
・
呼

び
寄
せ
を
目
的
と
す
る
流
入
が
六
万

二
〇
〇
〇
人
と
一
万
八
〇
〇
〇
人
減

少
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
就
労
目
的
の

流
入
数
も
八
〇
〇
〇
人
減
少
し
て
一

七
万
五
〇
〇
〇
人
と
な
っ
た
。
地
域

別
に
は
、
Ｅ
Ｕ
域
外（
１
）か
ら
の
流

入
数
の
減
（
七
万
九
〇
〇
〇
人
減
の

四
二
万
一
〇
〇
〇
人
）
が
減
少
分
の

海
外
労
働
事
情

表　時間あたり賃金、給与、福利厚生手当（組合、非組合別）
2001年3月から2011年3月（資料出所：Monthly Labor Review • April 2013）

組合賃金 非組合員賃金 賃金差 組合員福利厚生コスト 非組合員福利厚生コスト 福利厚生費差
Mar-01 $18.36 $14.81 $3.55 $9.45 $5.18 $4.27
Mar-02 $19.33 $15.38 $3.95 $10.09 $5.41 $4.68
Mar-03 $19.95 $15.69 $4.26 $10.72 $5.67 $5.05
Mar-04 $20.32 $16.21 $4.11 $11.61 $6.06 $5.55
Mar-05 $20.76 $16.72 $4.04 $12.41 $6.38 $6.03
Mar-06 $21.24 $17.32 $3.92 $12.83 $6.71 $6.12
Mar-07 $21.92 $17.92 $4.00 $13.35 $6.90 $6.45
Mar-08 $22.46 $18.49 $3.97 $13.82 $7.15 $6.67
Mar-09 $22.76 $19.06 $3.70 $13.82 $7.33 $6.49
Mar-10 $22.90 $19.21 $3.69 $14.26 $7.46 $6.80
Mar-11 $23.02 $19.51 $3.51 $14.67 $7.56 $7.11
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大
半
を
占
め
る
。
一
方
の
流
出
数
は
、

前
年
か
ら
八
〇
〇
〇
人
増
の
三
四
万

七
〇
〇
〇
人
と
ほ
ぼ
横
ば
い
で
推
移
。

結
果
と
し
て
、
純
流
入
数
は
前
年
の

二
四
万
二
〇
〇
〇
人
か
ら
八
万
九
〇

〇
〇
人
（
三
七
％
）
減
少
し
て
一
五

万
三
〇
〇
〇
人
と
な
っ
た
。

　

併
せ
て
公
表
さ
れ
た
ビ
ザ
発
行
数

に
関
す
る
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、
二
〇

一
三
年
三
月
ま
で
の
一
二
カ
月
間
の

ビ
ザ
発
行
数
は
四
九
万
九
七
八
〇
件

（
前
年
か
ら
六
％
減
）、
う
ち
就
学

目
的
の
ビ
ザ
は
二
〇
万
六
八
一
四
件

（
九
％
減
）。
受
け
入
れ
先
別
に
は
、

継
続
教
育
機
関
お
よ
び
英
語
学
校
が

そ
れ
ぞ
れ
四
六
％
減
少
す
る
一
方
、

大
学
を
受
け
入
れ
先
と
す
る
ビ
ザ
の

発
行
数
は
五
％
増
加
し
た（
２
）。

ハ
ー
パ
ー
移
民
担
当
相
は
一
連
の
結

果
を
受
け
て
、
移
民
制
度
の
引
き
締

め
に
よ
り
不
法
移
民
が
減
少
す
る
一

方
で
、
経
済
成
長
に
貢
献
す
る
頭
脳

を
持
っ
た
留
学
生
の
受
け
入
れ
が
進

ん
で
い
る
と
し
て
制
度
改
革
の
成
果

を
主
張（
３
）、
さ
ら
に
今
期
議
会
に

提
出
予
定
の
新
た
な
移
民
法
案
が
、

移
民
流
入
の
誘
因
（
プ
ル
要
因
）
を

減
少
さ
せ
、
滞
在
の
権
利
を
持
た
な

い
移
民
の
退
去

を
容
易
に
す
る

だ
ろ
う
、
と
述

べ
て
い
る
。
政

府
は
、
二
〇
一

五
年
ま
で
に
移

民
の
純
流
入
数

を
一
〇
万
人
未

満
に
削
減
す
る

と
の
目
標
を
掲

げ
て
お
り
、
対

応
策
と
し
て
、

例
え
ば
二
〇
一

二
年
四
月
に
は

英
語
能
力
や
受

け
入
れ
コ
ー
ス

に
関
す
る
要
件

の
引
き
上
げ
、

受
け
入
れ
教
育

機
関
の
資
格
要

件
の
厳
格
化
な

ど
を
実
施
し
た

ほ
か
、
滞
在
中

の
就
労
や
家
族

帯
同
に
関
す
る
制
限
も
強
化
し
た
と

こ
ろ
だ
。

　

た
だ
し
、
数
量
的
な
削
減
目
標
の

追
求
に
は
、こ
れ
ま
で
も
ビ
ジ
ネ
ス
・

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
技
能
相
が
繰
り

返
し
反
対
を
表
明
し
て
き
た
と
こ
ろ

で
あ
り
、
と
り
わ
け
留
学
生
の
削
減

は
大
き
な
経
済
的
損
失
を
招
く
と
し

て
、
反
対
論
は
与
野
党
議
員
や
教
育

業
界
に
と
ど
ま
ら
ず
経
営
者
団
体
な

ど
に
も
お
よ
ん
で
い
る
。
一
月
に
は
、

議
会
の
複
数
の
委
員
会
が
留
学
生
を

政
府
目
標
か
ら
除
外
す
る
よ
う
首
相

に
要
請
し
た
が
、
首
相
は
制
度
の
引

き
締
め
を
継
続
す
る
必
要
性
を
主
張
、

要
請
を
却
下
し
た
。

ル
ー
マ
ニ
ア
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
労
働
者

の
就
労
自
由
化
が
来
年
一
月
か
ら

　

政
府
が
五
月
に
示
し
た
方
針
に
よ

れ
ば
、
新
た
な
移
民
法
案
に
は
、
医

療
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
際
し
て
権
利

の
有
無
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
（
短
期
滞

在
者
な
ど
権
利
の
な
い
者
に
は
費
用

負
担
を
求
め
る
）
制
度
の
導
入
の
ほ

か
、
不
法
移
民
労
働
者
の
雇
用
主
に

対
す
る
罰
金
引
き
上
げ
な
ど
取
り
締

ま
り
の
強
化
、
移
民
に
住
居
を
提
供

す
る
賃
貸
住
宅
の
家
主
に
合
法
的
な

滞
在
者
か
ど
う
か
の
チ
ェ
ッ
ク
を
義

務
付
け
る
こ
と
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ

る
見
込
み
だ（
４
）。
ま
た
、
不
法
滞

在
者
な
ど
の
国
外
退
去
を
容
易
に
行

え
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
滞
在

許
可
に
関
す
る
裁
判
所
の
決
定
に
つ

い
て
、
重
大
な
案
件
以
外
で
の
異
議

申
し
立
て
の
権
利
を
制
限
す
る
と
し

て
い
る
。

　

政
府
は
直
接
言
及
し
て
い
な
い
が
、

医
療
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
関
す
る
制

度
の
引
き
締
め
は
、
二
〇
一
四
年
一

月
か
ら
の
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ブ
ル
ガ
リ

ア
移
民
の
就
労
自
由
化
と
関
連
し
て

い
る
と
み
ら
れ
る
。
二
〇
〇
七
年
の

Ｅ
Ｕ
加
盟
以
降
、
両
国
か
ら
の
労
働

者
に
対
し
て
は
移
行
措
置
と
し
て
就

労
制
限
を
設
け
る
こ
と
が
加
盟
国
に

認
め
ら
れ
て
お
り
、イ
ギ
リ
ス
で
は
季

節
農
業
労
働
者
受
け
入
れ
ス
キ
ー
ム

（S
easonal A

gricultural W
orker 

S
chem

e

―
Ｓ
Ａ
Ｗ
Ｓ
）
お
よ
び
業

種
限
定
ス
キ
ー
ム
（S

ector B
ased 

S
chem

e

―
Ｓ
Ｂ
Ｓ
）
に
就
労
を
限

定
し
て
き
た（
５
）。
い
ず
れ
も
、
賃

金
水
準
や
肉
体
的
負
荷
が
理
由
で
イ

ギ
リ
ス
人
労
働
者
を
調
達
し
に
く
い

こ
と
か
ら
、
移
民
労
働
者
の
受
け
入

れ
が
容
認
さ
れ
て
き
た
分
野
だ
。
し

か
し
、
移
行
措
置
の
期
限
で
あ
る
二

〇
一
三
年
末
に
は
、
両
ス
キ
ー
ム
と

も
廃
止
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

　

就
労
自
由
化
の
影
響
と
し
て
懸
念

さ
れ
て
い
る
の
は
、
労
働
者
や
そ
の

家
族
の
急
激
な
流
入
だ
。
政
府
は
、

「
社
会
保
障
ツ
ー
リ
ズ
ム
」（
他
国
の

よ
り
整
っ
た
社
会
保
障
給
付
や
医
療

な
ど
の
制
度
を
目
当
て
と
し
た
移

民
）
の
可
能
性
に
懸
念
を
表
明
し
て

お
り
、
予
防
策
と
し
て
Ｅ
Ｕ
市
民
の

社
会
保
障
・
医
療
サ
ー
ビ
ス
に
関
す

る
権
利
を
制
限
す
る
と
の
方
針
を
示

し
て
い
た
。
今
回
の
法
案
に
は
、
こ

れ
に
対
応
し
た
内
容
が
盛
り
込
ま
れ

る
と
み
ら
れ
る
が
、
法
案
は
未
だ
公

表
さ
れ
て
い
な
い
た
め
詳
細
は
不
明

だ
。

　

両
国
か
ら
の
移
民
増
加
の
規
模
や

そ
の
影
響
を
め
ぐ
っ
て
は
さ
ま
ざ
ま

な
議
論
が
あ
る
も
の
の
、
エ
ビ
デ
ン

ス
は
限
定
さ
れ
て
い
る
。
現
地
報
道

に
よ
れ
ば
、
政
府
は
独
自
の
予
測
を

行
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
の

結
果
は
公
表
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、

Ｂ
Ｂ
Ｃ
が
二
〇
一
三
年
二
月
に
実
施

し
た
調
査
に
よ
れ
ば
、
ル
ー
マ
ニ
ア

お
よ
び
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
就
業
年
齢
人

口
の
約
四
分
の
一
が
イ
ギ
リ
ス
で
仕

事
を
探
し
た
い
と
考
え
て
い
る
と
回

答
し
た
と
い
う
。
保
守
系
メ
デ
ィ
ア

は
こ
の
結
果
を
受
け
て
、
両
国
か
ら

三
五
万
人
の
移
民
労
働
者
が
流
入
す

る
可
能
性
が
あ
る
と
報
道
し
た
が
、

調
査
を
行
っ
た
Ｂ
Ｂ
Ｃ
自
身
は
、
多

く
が
「
確
実
に
仕
事
を
得
ら
れ
る
場

合
」
の
み
イ
ギ
リ
ス
で
就
労
を
希
望

す
る
と
回
答
し
て
い
る
と
し
て
、
移

民
労
働
者
の
流
入
は
限
定
的
と
分
析

し
て
い
る
。

　

加
え
て
、
政
府
の
委
託
を
受
け
て

シ
ン
ク
タ
ン
ク
Ｎ
Ｉ
Ｅ
Ｓ
Ｒ
が
ま
と

め
た
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
両
国
か
ら

他
の
加
盟
国
へ
の
労
働
者
の
主
な
流

出
先
は
ス
ペ
イ
ン
や
イ
タ
リ
ア
、
ド

イ
ツ
で
、
移
民
に
保
障
さ
れ
る
権
利

や
雇
用
機
会
の
豊
富
さ
、
言
語
の
類

似
性
な
ど
が
主
要
因
と
み
ら
れ
る
。

両
国
か
ら
の
移
民
労
働
者
の
多
く
は

三
五
歳
未
満
で
、
建
設
業
や
宿
泊
業
、

ケ
ー
タ
リ
ン
グ
業
、
ま
た
家
事
使
用

人
な
ど
比
較
的
少
な
い
業
種
に
集
中

し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
国
内
で
就
業

す
る
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
移

民
は
統
計
上
そ
れ
ぞ
れ
八
万
人
と
二

万
六
〇
〇
〇
人
、
他
の
東
欧
諸
国
の

図　目的別純流入数の推移（千人）

注：各月とも直近12カ月の累積。また2012年3月は速報値。
資料出所："Migration Statistics Quarterly Report November 2012", ONS
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移
民
労
働
者
に
比
し
て
自
営
業
者
の

比
率
が
高
く
、
他
の
加
盟
国
で
就
労

す
る
両
国
の
移
民
労
働
者
に
比
し
て

平
均
的
な
保
有
資
格
の
水
準
は
高
い
。

報
告
書
は
、
就
労
自
由
化
後
は
他
の

旧
東
欧
諸
国
同
様
、
未
熟
練
職
種
の

従
事
者
が
増
加
す
る
と
予
測
し
て
い

る
。た
だ
し
、そ
の
規
模
は
公
共
サ
ー

ビ
ス
を
圧
迫
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
は

な
く
、
社
会
保
障
に
つ
い
て
も
Ｅ
Ｕ

域
外
か
ら
の
移
民
に
比
し
て
受
給
者

は
限
定
的
と
み
て
い
る
。

　

一
方
、
移
民
政
策
に
関
す
る
諮
問

機
関
で
あ
るM

igration A
dvisory 

C
om

m
ittee

（
Ｍ
Ａ
Ｃ
）
は
五
月
、

Ｓ
Ａ
Ｗ
Ｓ
お
よ
び
Ｓ
Ｂ
Ｓ
の
廃
止
に

よ
る
農
業
や
食
品
加
工
業
へ
の
影
響

に
関
す
る
報
告
書
を
公
表
し
た
。
報

告
書
に
よ
れ
ば
、
現
在
ス
キ
ー
ム
を

通
じ
て
労
働
力
を
調
達
し
て
い
る
雇

用
主
は
、
ス
キ
ー
ム
の
廃
止
後
も
一

～
二
年
は
労
働
力
不
足
に
直
面
す
る

こ
と
は
な
い
と
み
ら
れ
る
が
、
よ
り

肉
体
的
な
負
荷
が
低
く
安
定
し
た
仕

事
へ
の
転
職
が
進
む
と
み
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
人
材
調
達
が
次
第
に
困
難

に
な
る
と
予
測
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ

ス
人
労
働
者
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る
可

能
性
は
小
さ
い
こ
と
か
ら
、
た
と
え

ば
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
の
受
け
入
れ
な
ど

で
労
働
力
不
足
を
補
う
新
た
な
ス

キ
ー
ム
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
、

と
Ｍ
Ａ
Ｃ
は
述
べ
て
い
る
。

［
注
］

１　

ほ
と
ん
ど
は
英
連
邦
か
ら
の
流
入
者

の
減
少
に
よ
る
も
の
（
六
万
一
〇
〇
〇

人
減
の
一
〇
万
五
〇
〇
〇
人
）
で
、
ア

ジ
ア
か
ら
の
留
学
生
が
減
少
し
て
い
る

と
み
ら
れ
る
。
な
お
、
二
〇
一
一
年
の

ビ
ザ
発
行
統
計
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
、

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
ネ
パ
ー
ル
、
ス
リ

ラ
ン
カ
な
ど
か
ら
の
留
学
生
の
入
国
が

顕
著
に
減
少
す
る
一
方
、
中
国
や
パ
キ

ス
タ
ン
な
ど
か
ら
の
留
学
生
は
む
し
ろ

増
加
し
て
い
る
。

２　

二
〇
一
三
年
三
月
時
点
の
受
け
入
れ

教
育
機
関
別
ビ
ザ
発
行
数
は
、
大
学
が

一
五
万
七
二
四
一
件
、
継
続
教
育
機
関

が
二
万
九
七
三
一
件
、
英
語
学
校
が
三

四
七
〇
件
、
イ
ン
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン
ト
・

ス
ク
ー
ル
（
公
的
補
助
を
受
け
な
い
教

育
機
関
）
が
一
万
三
七
九
八
件
。
な
お

こ
の
デ
ー
タ
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、

短
期
就
学
ビ
ザ
（student visitors 

visa
―
語
学
留
学
な
ど
、
六
～
一
一
カ
月

の
就
学
を
理
由
と
す
る
滞
在
を
許
可
）

の
発
行
数
が
近
年
急
速
に
増
加
、
二
〇

一
一
年
に
は
約
七
万
件
と
通
常
の
就
学

ビ
ザ
（
ポ
イ
ン
ト
制
の
第
四
階
層
）
に

よ
る
入
国
者
の
三
分
の
一
の
水
準
に
達

し
て
い
る
。
移
民
制
度
の
引
き
締
め
に

よ
り
就
労
目
的
で
の
入
国
が
困
難
と
な

り
、
ま
た
公
式
な
就
学
ビ
ザ
よ
り
も
取

得
が
容
易
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
短
期
就

学
ビ
ザ
で
入
国
し
て
違
法
に
就
労
す
る

ニ
セ
学
生
が
増
加
し
て
い
る
可
能
性
が

懸
念
さ
れ
て
い
る
。

３　

な
お
こ
れ
に
関
連
し
て
、
国
境
庁
は

二
〇
一
二
年
八
月
末
、
ロ
ン
ド
ン
・
メ

ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
大
学
の
留
学
生
受
け
入

れ
資
格
を
剥
奪
し
た
。
同
大
学
の
受
け

入
れ
て
い
た
留
学
生
に
滞
在
資
格
や
英

語
能
力
な
ど
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
者

が
多
く
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
理
由
だ

と
い
う
。
結
果
と
し
て
、
当
時
在
籍
し

て
い
た
留
学
生
二
〇
〇
〇
人
以
上
が
、

数
カ
月
の
う
ち
に
新
た
な
受
け
入
れ
先

を
探
す
か
、
就
学
継
続
を
断
念
し
て
帰

国
す
る
か
を
迫
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

大
学
側
の
申
し
立
て
に
よ
り
、
結
果
的

に
在
籍
者
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
滞
在

が
認
め
ら
れ
た
も
の
の
、
他
大
学
へ
の

移
籍
や
帰
国
で
留
学
生
は
一
〇
〇
〇
人

以
上
減
少
し
た
と
い
う
。

４　

医
療
関
連
団
体
は
、
個
別
の
医
療
機

関
が
移
民
の
滞
在
資
格
な
ど
を
チ
ェ
ッ

ク
す
る
と
い
う
政
府
案
は
実
現
性
に
欠

け
る
と
し
て
批
判
的
だ
。

５　

Ｓ
Ａ
Ｗ
Ｓ
は
、
国
内
の
九
つ
の
雇
用

主
が
直
接
・
間
接
に
労
働
者
を
雇
用
し
、

最
長
で
六
カ
月
間
、
農
業
労
働
に
従
事

さ
せ
る
も
の
で
、
年
間
二
万
一
二
五
〇

人
の
数
量
制
限
が
課
さ
れ
て
い
る
（
年

間
の
農
業
に
お
け
る
季
節
労
働
者
の
三

分
の
一
に
相
当
）。
な
お
、
滞
在
中
に
雇

用
主
を
変
更
す
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、

ス
キ
ー
ム
の
認
め
る
業
務
内
容
以
外
の

業
務
に
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
Ｓ
Ａ
Ｗ
Ｓ
の
対
象
と
な
る
業
務

時
間
外
に
週
二
〇
時
間
ま
で
副
業
を
行

う
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
Ｓ
Ｂ
Ｓ
は
、

年
間
三
五
〇
〇
人
の
数
量
制
限
の
も
と

で
、
食
品
加
工
に
従
事
す
る
労
働
者
の

最
長
一
二
カ
月
間
の
受
け
入
れ
を
認
め

て
い
る
。
い
ず
れ
の
ス
キ
ー
ム
も
、
従

来
は
Ｅ
Ｕ
域
外
を
対
象
に
運
用
さ
れ
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ロ
シ
ア

な
ど
か
ら
多
く
の
労
働
者
を
受
け
入
れ

て
い
た
が
、
ル
ー
マ
ニ
ア
と
ブ
ル
ガ
リ

ア
の
二
〇
〇
七
年
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
を
機
に
、

対
象
が
こ
れ
ら
二
カ
国
に
限
定
さ
れ
た
。

　
　

な
お
、
就
労
制
限
は
自
営
業
者
に
は

適
用
さ
れ
な
い
。
こ
の
た
め
、
自
営
業

者
を
偽
装
し
て
派
遣
事
業
者
な
ど
を
通

じ
て
働
く
労
働
者
も
多
い
と
み
ら
れ
て

い
る
。

【
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フ
ラ
ン
ス

求
職
者
の
半
数
が
失
業
保
険
手

当
の
受
給
権
な
し
―
労
働
省
報

告
書

　

労
働
省
が
三
月
に
と
り
ま
と
め
た

報
告
書
に
よ
る
と
、
二
〇
一
一
年
九

月
末
時
点
で
の
求
職
者（
１
）数
は
四

七
六
万
人
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
五

一
％
に
相
当
す
る
二
四
三
万
人
は
失

業
保
険
制
度
に
よ
る
失
業
手
当
の
受

給
権
を
持
た
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
し
か
も
一
九
三
万
人
は
連

帯
制
度
に
よ
る
失
業
手
当
（
失
業
扶

助
）
の
受
給
権
す
ら
な
く
、
失
業
手

当
の
受
給
権
が
無
い
者
の
多
く
は
若

年
者
で
あ
っ
た
。

失
業
保
険
と
失
業
扶
助（
連
帯
制
度
）

　

フ
ラ
ン
ス
の
失
業
保
障
制
度
は
、

失

業

保

険

制

度
（R

égim
e 

d ’assurance chôm
age

）
と
、
そ

れ
を
補
足
す
る
た
め
の
連
帯
制
度

（R
égim

e de solidarité

）
と
い

う
失
業
扶
助
か
ら
成
り
立
つ
。

　

失
業
保
険
制
度
は
、
政
府
が
保
険

者
と
な
っ
て
設
立
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
労
使
同
数
の
代
表
の
合
意

に
よ
り
定
め
ら
れ
た
協
約
に
基
づ
い

て
運
営
さ
れ
て
い
る
。
労
使
合
意
の

協
約
を
政
府
が
承
認
す
る
こ
と
に
よ

り
失
業
保
険
制
度
に
強
制
力
を
持
た

せ
、
民
間
部
門
の
全
て
の
雇
用
主
と

被
用
者
に
適
用
さ
せ
て
い
る（
２
）。

失
業
保
険
制
度
に
お
け
る
失
業
手
当

（
以
下
、
失
業
保
険
手
当
）
は
、（
五

〇
歳
未
満
の
場
合
）
過
去
二
八
カ
月

間
に
四
カ
月
以
上
、
ま
た
は
六
一
〇

時
間
以
上
就
労
し
保
険
料
を
納
め
た

失
業
者
に
対
し
て
、
就
労
期
間
と
同

じ
期
間
支
給
さ
れ
る（
３
）。
た
だ
し
、

受
給
可
能
期
間
は
最
長
で
も
二
年
間

と
な
っ
て
い
る
。
支
給
額
は
従
前
賃

金
の
五
七
・
四
％
か
ら
七
五
・
〇
％

で
あ
る
（
た
だ
し
上
限
額
あ
り
）。

　

一
方
、
連
帯
制
度
は
主
な
財
源
が

租
税
で
あ
り
政
府
が
実
施
す
る
扶
助

制
度
で
、
給
付
等
に
関
す
る
規
定
は

政
府
が
決
定
す
る
。
失
業
保
険
手
当

の
受
給
期
間
を
満
了
し
た
者
な
ど
、

特
に
困
難
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る

求
職
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
。
連

帯
制
度
の
代
表
的
な
手
当
に
特
別
連

帯
給
付 

（
Ａ
Ｓ
Ｓ
：A

llocation de 
solidarité spécifique

）
が
あ
る
。

対
象
は
失
業
保
険
手
当
給
付
の
支
給

期
間
を
満
了
し
た
長
期
失
業
者
で
あ

り
、
か
つ
失
業
前
の
一
〇
年
間
に
五

年
以
上
に
渡
り
就
業
活
動
に
従
事
し

て
い
た
者
な
ど
で
あ
る
。
支
給
額
は

現
在
四
七
七
ユ
ー
ロ
で
あ
る
が
、
世

帯
の
収
入
が
一
定
額
を
超
え
る（
４
）

と
減
額
さ
れ
、
世
帯
の
収
入
が
一
一

一
三
ユ
ー
ロ
（
一
人
世
帯
の
場
合
）

ま
た
は
一
七
四
九
ユ
ー
ロ
（
カ
ッ
プ

ル
世
帯
）
を
超
え
る
と
手
当
の
受
給

権
を
失
う
。
支
給
期
間
は
六
カ
月
間

で
あ
る
が
更
新
は
可
能
で
あ
る
。
ま

た
、
こ
の
特
別
連
帯
給
付
は
就
労
し

な
が
ら
で
も
受
給
が
可
能
で
あ
り
、

求
職
活
動
を
積
極
的
に
行
う
必
要
が

あ
る
。
か
つ
て
一
部
の
受
給
者
に
求

職
活
動
を
免
除
す
る
規
定
が
あ
っ
た

が
、
二
〇
一
二
年
一
月
一
日
で
廃
止

さ
れ
た
。

生
活
保
護
制
度
―
積
極
的
連
帯
所

得
手
当
（
Ｒ
Ｓ
Ａ
）

　

失
業
保
険
、
失
業
扶
助
と
も
に
受

給
権
の
な
い
者
は
、
生
活
保
護
制
度

を
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

積
極
的
連
帯
所
得
手
当
（
Ｒ
Ｓ
Ａ
＝
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R
evenu de solidarité active

）
が

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
生
活
保
護
制
度

に
相
当
す
る（
５
）。
こ
の
手
当
受
給

者
は
保
険
診
療
の
無
料
化
や
住
民
税

の
免
除
、
公
共
交
通
機
関
の
交
通
費

や
電
気
・
電
話
代
な
ど
公
共
料
金
の

割
引
等
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
も
で

き
る
。
逆
に
、
手
当
受
給
者
に
社
会

参
入
（
就
業
）
の
意
思
が
見
ら
れ
な

い
場
合
、
手
当
の
支
給
が
停
止
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
。
手
当
受
給
者
と

な
っ
た
場
合
、
社
会
参
入
の
意
思
を

表
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
日

常
生
活
を
改
善
す
る
た
め
の
行
動
計

画
（
家
計
の
管
理
、
社
会
復
帰
に
必

要
な
健
康
管
理
、
住
居
の
改
善
や
確

保
な
ど
）
や
職
業
訓
練
、
就
職
活
動

の
方
針
な
ど
を
明
記
し
た｢

社
会
参

入
契
約
：C

ontrat d ’insertion｣

を
策
定
・
締
結
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。求

職
者
の
四
割
、
連
帯
制
度
の
受

給
権
も
な
し

　

二
〇
一
一
年
九
月
末
時
点
で
（
以

下
、
特
筆
し
な
い
限
り
同
様
）、
求

職
者
（
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ａ
～
Ｅ
の
求
職

者
）
数
は
四
七
五
・
七
万
人
で
あ
っ

た
。
こ
の
う
ち
、
二
四
三
万
人
が
失

業
保
険
手
当
の
受
給
権
を
持
っ
て
い

な
か
っ
た
。
失
業
保
険
手
当
の
受
給

権
を
持
っ
て
い
な
い
求
職
者
と
は
、

そ
の
受
給
資
格
の
要
件
と
な
る
四
カ

月
間
以
上
就
労
し
て
い
な
い
者
や
、

受
給
期
間
を
満
了
し
た
場
合
な
ど
で

あ
る
。
失
業
保
険
手
当
の
受
給
権
を

持
た
な
い
求
職
者
の
う
ち
、
五
五
％

は
同
制
度
に
よ
る
失
業
保
険
手
当
の

受
給
期
間
を
満
了
し
た
者
で
あ
っ
た

（
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ａ
～
Ｃ
の
求
職
者
と

し
て
登
録
し
て
い
た
者
に
限
る
と
、

四
八
％
）。
失
業
保
険
手
当
の
受
給

権
を
持
っ
て
い
な
い
求
職
者
の
中
に

は
、
特
別
連
帯
給
付
を
受
給
し
て
い

る
者
が
い
る
。
ま
た
、
一
時
的
な
就

労
を
し
て
い
る
者
や
、
積
極
的
連
帯

所
得
手
当
を
受
給
し
て
い
る
者
も
含

ま
れ
る
。
失
業
保
険
手
当
の
受
給
権

を
持
た
な
い
者
の
う
ち
、
四
九
・
九

万
人
は
特
別
連
帯
給
付
の
受
給
権
者

で
あ
り
、
一
九
三
・
一
万
人
は
連
帯

制
度
の
受
給
権
さ
え
な
い
状
態
だ
っ

た
（
図
表
１
）。
失
業
保
険
手
当
の

受
給
権
を
持
た
な
い
求
職
者
の
う
ち
、

特
別
連
帯
給
付
受
給
者
数
は
、
前
年

三
九
・
二
万
人
か
ら
お
よ
そ
三
％
増

加
し
、
四
〇
・
五
万
人
で
あ
っ
た
。

二
〇
一
一
年
の
数
字
と
し
て
特
別
連

帯
給
付
受
給
権
を
得
た
者
の
七
五
％

は
、
失
業
保
険
手
当
の
受
給
期
間
が

満
了
し
た
者
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
七

割
は
一
二
カ
月
以
上
失
業
保
険
手
当

を
受
給
し
て
い
た
。

　

失
業
保
険
手
当
や
特
別
連
帯
給
付

な
ど
の
受
給
権
を
持
た
な
い
求
職
者

（
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ａ
～
Ｅ
の
求
職
者
）

は
一
九
三
・
一
万
人
で
あ
っ
た
。
こ

の
う
ち
一
五
六
・
七
万
人
が
カ
テ
ゴ

リ
ー
Ａ
～
Ｃ
の
求
職
者
と
し
て
登
録

し
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
三
九
・
一

万
人
が
就
労
し
て
お
り
、
六
五
・
〇

万
人
が
積
極
的
連
帯
所
得
手
当
を
受

給
し
て
い
た
（
就
労
し
な
が
ら
積
極

的
連
帯
所
得
手
当
を
受
給
し
て
い
た

者
は
一
一
・
八
万
人
で
あ
っ
た
）。

残
り
の
六
四
・
四
万
人
は
、
就
労
も

せ
ず
積
極
的
連
帯
所
得
手
当
も
受
給

し
て
い
な
か
っ
た
（
図
表
２
）（
６
）。

受
給
権
な
し
の
求
職
者
、
多
い
若

者
と
長
期
失
業
者

　

失
業
保
険
手
当
や
特
別
連
帯
給
付

な
ど
の
受
給
権
の
な
い
求
職
者
を
年

齢
階
級
別
に
見
る
と
、
三
〇
歳
未
満

が
三
八
％
（
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ａ
～
Ｅ
の

求
職
者
の
場
合
）、
三
〇
歳
以
上
四

〇
歳
未
満
が
二
五
％
を
占
め
る
な
ど
、

若
年
者
に
多
い
。
ま
た
、
過
去
五
年

間
に
求
職
者
登
録
さ
れ
て
い
た
期
間

は
、
五
一
％
が
二
年
以
上
に
及
ん
で

い
た
（
三
三
％
が
三
年
以
上
）。
し

た
が
っ
て
、
失
業
保
険
手
当
や
特
別

連
帯
給
付
な
ど
の
受
給
権
の
な
い
求

職
者
に
は
、
長
期
失
業
者
や
繰
り
返

し
失
業
者
と
な
る
者
が
多
い
と
言
え

る
。
さ
ら
に
、
一
般
事
務
職
と
現
場

労
働
者（
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
）で
八
六
％

を
占
め
て
い
た
。

［
注
］

１　

求
職
者
（dem

andeurs d ’em
ploi

）

の
分
類
に
つ
い
て

 

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
雇
用
局
に
求
職
者
登

録
を
し
て
い
る
者
を
Ａ
～
Ｅ
の
五
つ
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
し
て
い
る
。
カ
テ

ゴ
リ
ー
Ａ
の
求
職
者
と
は
、
積
極
的
に

求
職
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
求
職
者
の

う
ち
、
一
カ
月
間
に
一
切
の
就
労
活
動

を
行
な
わ
な
か
っ
た
者
を
指
す
。
カ
テ

ゴ
リ
ー
Ａ
の
求
職
者
が｢

失
業
者

（C
hôm

eur

）｣
ま
た
は｢

（
狭
義
の
）

求
職
者｣

と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

カ
テ
ゴ
リ
ー
Ｂ
と
は
、
積
極
的
な
就
職

活
動
を
行
な
っ
て
い
る
求
職
者
の
う
ち
、

一
カ
月
間
に
七
八
時
間
以
下
の
（
一
時

的
な
）
就
労
を
し
た
者
で
あ
り
、
一
カ

月
間
に
七
八
時
間
を
超
え
る
就
労
活
動

を
行
っ
た
者
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ｃ
の
求
職

者
と
し
て
い
る
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ａ 

～
Ｃ

の
求
職
者
は
、
一
カ
月
間
に
積
極
的
に

就
職
活
動
を
行
な
っ
て
い
た
求
職
者
で

あ
る
。
積
極
的
な
求
職
活
動
を
行
な
っ

て
い
な
く
と
も
、
公
共
職
業
安
定
所
に

求
職
者
登
録
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
場

合
が
あ
る
。
職
業
訓
練
中
や
病
気
療
養

中
で
無
職
の
者
は
、
積
極
的
な
求
職
活

動
を
行
な
っ
て
い
な
く
と
も
求
職
者
登

録
が
認
め
ら
れ
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ｄ
と
分

類
さ
れ
る
。
同
様
に
、
あ
る
種
の
特
殊

雇
用
契
約
を
締
結
し
て
就
業
し
て
い
る

者
な
ど
は
、
積
極
的
な
求
職
活
動
を
行

な
っ
て
い
な
く
と
も
求
職
者
登
録
が
認

め
ら
れ
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ｅ
に
分
類
さ
れ
る
。

Ｉ
Ｌ
Ｏ
な
ど
に
よ
る
失
業
者
の
定
義
に

従
え
ば
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ｄ
及
び
カ
テ
ゴ

リ
ー
Ｅ
の
求
職
者
は
積
極
的
な
求
職
活

動
を
行
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
失
業
者

に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。

２　

失
業
保
険
制
度
の
主
な
財
源
は
、
被

用
者
と
雇
用
主
が
拠
出
す
る
保
険
料
で

あ
る
。
保
険
料
率
は
、
現
在
、
労
働
者

負
担
分
が
二
・
四
％
、
使
用
者
負
担
分

が
四
・
〇
％
で
あ
る
。

３　

就
労
期
間
＝
保
険
料
拠
出
期
間
＝
失

業
保
険
制
度
に
よ
る
失
業
保
険
手
当
の

受
給
可
能
期
間
。

４　

こ
こ
で
い
う
収
入
と
は
、
配
偶
者
の

収
入
や
不
動
産
収
入
、
有
価
証
券
売
却

収
入
、
利
子
収
入
な
ど
の
合
計
の
こ
と
。

一
定
額
と
は
、
一
人
世
帯
の
場
合
、
六

三
六
ユ
ー
ロ
、
カ
ッ
プ
ル
世
帯
の
場
合

一
二
七
二
ユ
ー
ロ
。
カ
ッ
プ
ル
世
帯
に

つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
共
同
生
活
を

営
む
非
婚
姻
カ
ッ
プ
ル
を
対
象
と
し
て
、

税
控
除
や
遺
産
相
続
、
年
金
・
保
険
給

付
な
ど
夫
婦
の
権
利
の
一
部
を
認
め
る

パ
ッ
ク
ス
（P

acs

：P
acte civil de 

solidalité

：
連
帯
市
民
契
約
）
制
度
が

あ
る
。
こ
の
パ
ッ
ク
ス
は
同
性
カ
ッ
プ

ル
で
も
利
用
可
能
で
あ
る
。
な
お
、
世

図表１：求職者と失業関連手当受給者数の関係

図表２：失業保険制度・連帯制度の受給権のない
156.7万人の内訳

資料出所：労働省発表資料をもとに作成。

資料出所：労働省発表資料より作成。

A B C D E

　失業保険制度受給権無し

　　連帯制度受給権者

　失業保険受給権者

カテゴリー

　　　　　　　　　　　　　156.7万人（37.5％）

　　　　　　　　　　　　193.1万人（40.6％）　　失業保険制度・連帯制度
　　の受給権無し

　　　　　　　475.7万人

　　　　　　　　　　243万人（51.1％）（55％＝133.65万人は受給満了）

　　　　　　　　　　　　49.9万人

　　　　　　　　　　232.7万人（48.9％）

36.4万人（62.7％）

417.6万人
求職者数

58.1万人

受給 非受給

就労 11.8万人 27.3万人 39.1万人

非就労 53.2万人 64.4万人

65.0万人

RSA(積極的連帯所得手当)
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帯
の
分
類
に
お
け
る
「
カ
ッ
プ
ル
」
は

一
般
的
に
は
夫
婦
を
指
す
が
、
同
性
の

カ
ッ
プ
ル
で
も
夫
婦
世
帯
に
準
ず
る
扱

い
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
現
状
を
考

慮
し
て
、
こ
こ
で
は
、「
カ
ッ
プ
ル
世
帯
」

と
い
う
表
現
を
使
う
。

５　

か
つ
て
経
済
的
お
よ
び
社
会
的
な
自

立
を
目
的
と
し
て
、
最
低
限
度
の
所
得

を
保
障
す
る
と
と
も
に
手
当
受
給
者
の

社
会
参
入
（
主
に
就
業
）
を
促
す
制
度
、

日
本
の
生
活
保
護
に
相
当
す
る
社
会
参

入
最
低
所
得
手
当
＝
Ｒ
Ｍ
Ｉ
（R

evenu 
M

inim
um

 d ’Insertion

）
の
制
度
が
存

在
し
て
い
た
。
二
〇
〇
九
年
六
月
一
日

以
降
は
、
Ｒ
Ｍ
Ｉ
を
中
心
と
し
た
社
会

扶
助
制
度
を
改
編
し
て
設
置
さ
れ
た
積

極
的
連
帯
所
得
手
当
が
そ
の
働
き
を

担
っ
て
い
る
。
Ｒ
Ｍ
Ｉ
の
制
度
で
は
、

世
帯
収
入
が
増
加
す
る
に
つ
れ
て
Ｒ
Ｍ

Ｉ
支
給
額
が
減
額
さ
れ
た
が
、
Ｒ
Ｓ
Ａ

で
は
そ
の
減
額
率
を
下
げ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
ま
た
、
Ｒ
Ｍ
Ｉ
よ
り
支
給
対

象
が
広
げ
ら
れ
低
所
得
就
業
者
の
支
援

が
拡
大
さ
れ
た
。

６　

積
極
的
連
帯
所
得
手
当
は
原
則
と
し

て
二
五
歳
以
上
が
受
給
対
象
と
な
っ
て

い
る
。
受
給
権
の
な
い
者
の
う
ち
三
七
％

は
二
五
才
未
満
で
あ
り
、
三
四
％
は
二

五
歳
以
上
の
カ
ッ
プ
ル
世
帯
で
あ
っ
た
。

【
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（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
最
終
閲
覧
：
二
〇
一
三

年
五
月
二
九
日
）

（
国
際
研
究
部
）

ド
イ
ツ
①

公
共
調
達
法
に
労
働
条
項
を

設
定
、
一
三
州
に
拡
大
へ
―

規
制
方
法
は
協
約
遵
守
か
ら

最
低
賃
金
に

　

ハ
ン
ス
・
ベ
ッ
ク
ラ
ー
財
団
経
済

社
会
研
究
所
（
Ｗ
Ｓ
Ｉ
）
と
欧
州
公

共
サ
ー
ビ
ス
労
組
（
Ｅ
Ｐ
Ｓ
Ｕ
）
の

共
同
研
究
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
全
一

六
州
の
う
ち
、
一
定
労
働
基
準
の
遵

守
を
公
共
事
業
・
サ
ー
ビ
ス
の
民
間

委
託
要
件
と
す
る
規
定
を
公
共
調
達

法
の
中
に
導
入
済
み
（
ま
た
は
導
入

予
定
）
の
州
が
一
三
州
に
ま
で
拡
大

す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、

実
際
の
ケ
ー
ス
で
は
、
こ
れ
ま
で
の

よ
う
に
労
働
協
約
上
の
労
働
条
件
す

べ
て
の
遵
守
が
求
め
ら
れ
る
場
合
よ

り
も
、
新
た
に
州
公
共
調
達
法
の
中

で
設
定
さ
れ
た
最
低
賃
金
し
か
遵
守

を
求
め
ら
れ
な
い
場
合
の
方
が
多
く

な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。 

“
リ
ュ
ッ
フ
ェ
ル
ト
・
シ
ョ
ッ
ク
”

か
ら
の
復
活 

　

二
〇
〇
八
年
四
月
の
欧
州
司
法
裁

判
所
に
よ
る
リ
ュ
ッ
フ
ェ
ル
ト
判
決

(C
-346/06

）
以
降
、ド
イ
ツ
各
州
は
、

協
約
遵
守
規
定
の
実
施
（
ま
た
は
計

画
）を
一
時
中
止（
ま
た
は
先
送
り
）

し
て
い
た
。
だ
が
、
二
〇
一
二
年
一

一
月
の
時
点
で
す
で
に
、
ド
イ
ツ
全

一
六
州
の
う
ち
一
三
州
が
、
リ
ュ
ッ

フ
ェ
ル
ト
判
決
の
基
準
に
準
拠
し
た

新
た
な
公
契
約
規
制
立
法
を
作
成
し

て
い
る
（
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン

ベ
ル
ク
と
シ
ュ
レ
ス
ビ
ヒ
・
ホ
ル

シ
ュ
タ
イ
ン
の
二
州
は
ま
だ
草
案
段

階
。
実
施
予
定
が
な
い
の
は
バ
イ
エ

ル
ン
、
ヘ
ッ
セ
ン
、
ザ
ク
セ
ン
の
三

州
）（
図
）。
そ
の
背
景
の
一
つ
に
は
、

二
〇
一
一
年
五
月
に
猶
予
期
間
満
了

を
迎
え
た
中
・
東
欧
八
カ
国
へ
の
労

働
市
場
開
放
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
て

い
る
。 

　

も
と
も
と
リ
ュ
ッ
フ
ェ
ル
ト
判
決

で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
ニ
ー
ダ
ー

ザ
ク
セ
ン
州
の
公
共
調
達
法
の
中
に

置
か
れ
て
い
た
協
約
遵
守
規
定
の
適

法
性
で
あ
っ
た
。
協
約
遵
守
規
定
と

は
、
公
契
約
締
結
企
業
に
労
働
協
約

の
遵
守
を
義
務
付
け
る
規
定
で
あ
る
。

団
体
交
渉
シ
ス
テ
ム
の
安
定
化
や
低

賃
金
を
基
盤
と
し
た
不
公
正
競
争
の

回
避
な
ど
を
目
的
と
し
て
、
東
西
ド

イ
ツ
統
一
を
経
た
一
九
九
〇
年
代
の

終
わ
り
ご
ろ
か
ら
導
入
さ
れ
始
め
た
。

こ
れ
に
対
し
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、

こ
の
よ
う
な
規
定
は
Ｅ
Ｃ
設
立
条
約

四
九
条（
現
Ｅ
Ｕ
運
営
条
約
五
六
条
）

で
保
障
さ
れ
た
越
境
的
サ
ー
ビ
ス
提

供
の
自
由
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
り
、

仮
に
公
共
企
業
体
が
労
働
条
項
を
設

け
る
場
合
に
は
、
そ
の
遵
守
す
べ
き

労
働
基
準
が
制
定
法
に
よ
る
も
の
か

一
般
的
拘
束
力
を
有
す
る
労
働
協
約

に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
、
な
ど
と
判
示
し
た
。 

ほ
と
ん
ど
の
州
で
最
低
賃
金
遵
守

の
義
務
付
け 

　

右
の
リ
ュ
ッ
フ
ェ
ル
ト
判
決
を
経

て
、
各
州
で
、
新
た
な
公
共
調
達
法

が
誕
生
し
た
。
お
お
む
ね
そ
れ
ら
に

共
通
し
た
特
徴
は
、
①
全
産
業
を
適

用
対
象
と
し
て
い
る
点
（
旧
法
は
建

設
業
と
公
共
交
通
業
に
限
定
す
る
も

の
が
ほ
と
ん
ど
）
と
、
②
ど
の
よ
う

な
場
合
で
も
労
働
協
約
の
遵
守
を
義

務
付
け
る
の
で
は
な
く
、
場
面
ご
と

に
遵
守
す
べ
き
労
働
基
準
を
変
更
す

る
点
に
あ
る
。 

　

②
の
場
面
の
う
ち
、
も
っ
と
も
実

施
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
と
思
わ
れ

て
い
る
の
が
、
ａ
）
最
低
賃
金
支
払

い
の
義
務
付
け
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
連

邦
州
の
ほ
と
ん
ど
が
導
入
し
て
い
る
。

こ
の
最
低
賃
金
の
額
は
、
ド
イ
ツ
国

内
で
は
ま
だ
国
家
法
レ
ベ
ル
の
一
般

的
な
最
低
賃
金
法
立
法
は
存
在
し
て

い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
各
州
の
公
共

調
達
法
の
中
で
設
定
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
い
う
最
低
賃

金
は
、
公
契
約
に
関
し
て
し
か
、
そ

の
効
力
が
発
揮
さ
れ
な
い
。
な
お
、

二
〇
一
三
年
一
月
現
在
の
法
定
最
低

賃
金
額
は
、
お
お
む
ね
八
ユ
ー
ロ
～

八
・
五
ユ
ー
ロ
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、
そ
れ
よ
り
も
少
し
高
い
（
公

共
部
門
の
）
協
約
最
低
賃
金
相
当
額

に
設
定
す
る
州
が
、
近
年
、
少
し
ず

つ
増
加
し
て
い
る
（
す
で
に
設
定
さ

れ
て
い
る
例
と
し
て
、
ノ
ル
ト
ラ
イ

図　協約遵守・最低賃金規定の導入状況（2013年1月）

資料出所：ハンス・ベックラー財団経済社会研究所(WSI)
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ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
の
八
・

六
二
ユ
ー
ロ
）。 

　

だ
が
一
方
で
、
引
き
続
き
協
約
遵

守
の
義
務
付
け
が
行
わ
れ
る
ケ
ー
ス

も
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
、
ｂ
） 

当
該

産
業
に
一
般
的
拘
束
力
を
有
す
る
労

働
協
約
が
あ
る
場
合
で
あ
り
、
こ
の

場
合
に
は
、
従
来
ど
お
り
、
協
約
遵

守
宣
言
（
公
契
約
の
入
札
に
あ
た
っ

て
、
当
該
協
約
賃
金
以
上
の
賃
金
を

労
働
者
に
す
で
に
支
払
っ
て
い
る
こ

と
を
宣
言
す
る
こ
と
）
の
義
務
付
け

が
実
施
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
ド
イ
ツ

に
お
い
て
一
般
的
拘
束
力
宣
言
が
な

さ
れ
て
い
る
労
働
協
約
は
ご
く
少
数

で
あ
り
（
た
と
え
ば
、
建
設
業
、
清

掃
業
、
警
備
業
、
ケ
ア
・
サ
ー
ビ
ス

業
な
ど
の
一
部
）、
し
た
が
っ
て
こ

の
基
準
が
あ
て
は
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス

も
ご
く
限
ら
れ
て
い
る
。 

　

そ
の
も
う
一
つ
が
、
Ｃ
）
公
共
交

通
部
門
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
仮
に

当
該
地
域
に
一
般
的
拘
束
力
を
有
す

る
労
働
協
約
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

当
該
地
域
に
お
い
て
も
っ
と
も
代
表

的
な
労
働
協
約
の
適
用
が
義
務
付
け

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
別
な
取
り

扱
い
が
公
共
交
通
部
門
で
の
み
許
容

さ
れ
て
い
る
理
由
は
、
Ｅ
Ｕ
法
自
身

が
こ
れ
を
明
示
的
に
許
容
し
て
い
る

（R
egulation (E

C
) N

o 1370/ 
2007

）
か
ら
で
あ
る
。 

　

そ
の
ほ
か
、
賃
金
以
外
の
社
会
的

基
準
（
た
と
え
ば
、
教
育
訓
練
場
の

提
供
、
障
害
を
有
す
る
労
働
者
の
雇

用
、
女
性
労
働
や
職
場
に
お
け
る
均

等
処
遇
の
推
進
措
置
な
ど
）
を
公
共

事
業
・
サ
ー
ビ
ス
の
民
間
委
託
要
件

と
す
る
州
も
あ
る
。 

欧
州
で
は
“
リ
ュ
ッ
フ
ェ
ル
ト
基

準
”
の
見
直
し
が
議
論
に

　

し
か
し
な
が
ら
、
欧
州
司
法
裁
判

所
が
提
示
し
た
厳
格
な
基
準
に
対
し

て
は
、
ド
イ
ツ
国
内
か
ら
一
部
批
判

も
出
て
い
る
。
Ｗ
Ｓ
Ｉ
の
ト
ー
ス
テ

ン
・
シ
ュ
ル
テ
ン
（T

horsten 
S

chulten

）上
級
研
究
員
は
、リ
ュ
ッ

フ
ェ
ル
ト
判
決
で
示
さ
れ
た
基
準
は
、

Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
基
準
と
真
っ
向
か
ら
対
立

す
る
も
の
で
あ
る
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
九
四
号

条
約
（
ド
イ
ツ
は
未
批
准
）
は
、
一

般
的
拘
束
力
を
宣
言
さ
れ
て
な
い
労

働
協
約
の
遵
守
義
務
付
け
も
公
共
調

達
の
要
件
と
な
り
う
る
こ
と
を
明
確

に
規
定
し
て
お
り
、
欧
州
で
も
Ｉ
Ｌ

Ｏ
九
四
号
条
約
の
基
準
に
準
拠
し
た

ル
ー
ル
作
り
を
実
行
す
べ
き
だ
、
と

指
摘
し
て
い
る
。

　

他
方
、
欧
州
レ
ベ
ル
で
は
、
欧
州

議
会
が
二
〇
一
一
年
一
〇
月
二
五
日
、

「
公
共
調
達
の
近
代
化

(m
od

ernization of p
u
b
lic 

procurem
ent

）」
に
関
す
る
報
告
書

（T
7-0454/2011

）
を
発
表
し
た
。

欧
州
議
会
は
、
同
報
告
書
に
お
い
て

「
ど
の
指
令
も
各
加
盟
国
に
よ
る
Ｉ

Ｌ
Ｏ
九
四
号
条
約
の
遵
守
を
妨
害
し

な
い
こ
と
を
明
確
に
提
示
す
る
」
よ

う
訴
え
る
と
と
も
に
、
欧
州
委
員
会

に
対
し
、
全
加
盟
国
に
よ
る
Ｉ
Ｌ
Ｏ

九
四
号
条
約
の
遵
守
を
奨
励
す
る
よ

う
要
求
す
る
な
ど
し
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
、
欧
州
委
員
会
は
、
こ
れ
ま

で
の
と
こ
ろ
欧
州
議
会
の
要
求
を
無

視
し
て
お
り
、
二
〇
一
二
年
二
月
に

は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
九
四
号
条
約
に
何
ら
の

言
及
も
し
な
い
形
で
新
た
な
欧
州
公

共
調
達
指
令
を
作
成
す
る
方
針
で
あ

る
旨
の
答
申(S

P
(2012)28)

を
発

表
し
た
。
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】〈
最
終
閲
覧

日:

二
〇
一
三
年
三
月
一
五
日
〉

ド
イ
ツ
②

社
会
民
主
党
と
左
派
党
が

「
請
負
契
約
の
濫
用
」
規
制

法
案
を
そ
れ
ぞ
れ
提
出

　

自
動
車
産
業
に
お
け
る
比
較
的
高

い
協
約
労
働
条
件
（
と
り
わ
け
賃
金

規
制
）
か
ら
逃
れ
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
請
負
受
注
先
企
業
の
労
働
力

を
利
用
す
る
「
請
負
契
約
の
濫
用
」

が
、
再
び
規
制
強
化
さ
れ
た
派
遣
労

働
の
代
替
物
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
、

社
会
問
題
化
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

そ
の
よ
う
な
「
請
負
契
約
の
濫
用
」

に
関
す
る
政
府
統
計
は
こ
れ
ま
で
存

在
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
実
態
は
必
ず

し
も
明
ら
か
と
な
っ
て
い
な
い
。
だ

が
、
野
党
で
あ
る
ド
イ
ツ
社
会
民
主

党
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
と
ド
イ
ツ
左
派
党
（
Ｄ

Ｉ
Ｅ
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｋ
Ｅ
）
か
ら
、
そ
れ
ぞ

れ
別
個
に
、「
請
負
契
約
の
濫
用
」
規

制
に
関
す
る
法
律
案
が
提
出
さ
れ
る

と
と
も
に
、
与
党
の
キ
リ
ス
ト
教
民

主
・
社
会
同
盟（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
）

か
ら
も
こ
の
よ
う
な
濫
用
規
制
の
必

要
性
に
対
し
一
定
の
理
解
が
示
さ
れ

て
い
る
。

背
景
に
派
遣
労
働
に
対
す
る
規
制

強
化

　

ド
イ
ツ
で
は
金
融
経
済
危
機
後
、

派
遣
労
働
だ
け
で
な
く
、
請
負
契
約

に
よ
る
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
も
、
こ

れ
ま
で
に
な
い
活
況
を
呈
し
て
い
る
。

と
い
う
の
も
、
そ
の
よ
う
な
派
遣
や

請
負
な
ど
の
外
部
労
働
力
は
、
労
働

力
需
要
の
一
時
的
高
ま
り
へ
の
対
応

手
段
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
よ
り
安

価
な
常
用
的
労
働
力
の
獲
得
手
段
と

し
て
も
、
活
用
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
派
遣
労
働
に
関
し
て
い

え
ば
、
連
邦
雇
用
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー

（
Ｂ
Ａ
）
の
二
〇
一
〇
年
の
調
査
で

は
、
そ
の
中
間
層
の
収
入
は
直
接
雇

用
労
働
者
に
お
け
る
そ
れ
の
お
よ
そ

二
分
の
一
に
過
ぎ
ず
、
ま
た
フ
ル
タ

イ
ム
の
派
遣
労
働
者
の
四
分
の
三
は

低
賃
金
部
門
に
従
事
し
て
い
る
と
い

う
結
果
が
発
表
さ
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
派
遣
労
働
に
関

し
て
は
、
近
年
、
立
て
続
け
に
同
部

門
に
特
定
の
最
低
賃
金
が
法
定
化
さ

れ
た
り
派
遣
先
企
業
の
直
接
雇
用
労

働
者
と
の
均
等
処
遇
が
法
定
化
さ
れ

た
り
し
て
、
賃
金
に
関
す
る
規
制
が

再
強
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

の
よ
う
な
こ
と
を
背
景
に
、
こ
こ
最

近
、
請
負
労
働
が
“
第
二
の
派
遣
労

働
”
と
し
て
利
用
さ
れ
る
場
面
が
増

え
て
き
て
い
る
、
と
各
種
メ
デ
ィ
ア

で
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
て
い
る
。

請
負
就
労
者
が
六
〇
万
人
以
上
に

　

も
っ
と
も
、
派
遣
労
働
の
場
合
と

異
な
り
、
請
負
労
働
の
普
及
に
関
す

る
政
府
統
計
は
存
在
し
て
い
な
い
。

ド
イ
ツ
連
邦
議
会
は
、
二
〇
一
二
年

の
四
月
に
公
聴
会
を
開
催
す
る
な
ど

し
て
い
る
が
、
連
邦
政
府
は
、
請
負

契
約
に
お
け
る
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ

の
増
加
に
関
す
る
ド
イ
ツ
左
派
党
会

派
の
質
問
に
対
し
、「
そ
れ
ま
で
事
業

所
内
で
遂
行
さ
れ
て
い
た
職
務
を
外

部
化
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
は
禁
止
さ

れ
て
も
い
な
け
れ
ば
、
権
利
濫
用
的

で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
当
該
デ
ー

タ
を
調
査
確
認
す
る
根
拠
は
存
し
な

い
」
と
手
短
に
回
答
す
る
に
留
ま
っ

て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
各
種
研
究
所
や
労

使
団
体
で
は
、
少
し
ず
つ
統
計
調
査

が
行
わ
れ
始
め
て
い
る
。
例
え
ば
、

労
働
市
場
・
職
業
研
究
機
構
（
Ｉ
Ａ

Ｂ
）
の
概
算
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
全

土
で
六
〇
万
人
以
上
（
全
就
労
者
の

約
二
％
）
の
人
々
が
請
負
契
約
ま
た

は
有
償
委
任
契
約
を
通
じ
て
就
労
し

て
お
り
、
そ
の
数
は
二
〇
〇
二
年
か

ら
二
〇
一
一
年
の
間
に
お
よ
そ
倍
に

な
っ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

事
業
所
委
員
会
戦
略
会
議（
Ｂ
Ｓ
Ｂ
）

に
よ
れ
ば
、
屠
殺
業
で
約
七
五
％
、

造
船
業
で
約
二
〇
％
、
精
肉
産
業
で

約
三
五
％
が
請
負
受
注
先
企
業
の
就

労
者
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
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イ
エ
ナ
大
学
の
社
会
学
者
ら
に
よ
る

報
告
書
に
よ
れ
ば
、
自
動
車
産
業
で

は
就
労
者
の
三
〇
％
ほ
ど
が
請
負
受

注
先
企
業
の
就
労
者
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。

子
会
社
へ
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ

も
　

さ
ら
に
、
金
属
産
業
労
組
（IG

 
M

etall

）
が
二
〇
一
一
年
二
月
に
実

施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
れ
ば
、

請
負
契
約
ま
た
は
有
償
委
任
契
約
を

通
じ
た
就
労
は
、
派
遣
労
働
と
同
様
、

ど
の
事
業
部
門
に
お
い
て
も
み
ら
れ
、

た
と
え
ば
清
掃
や
社
員
食
堂
、
警
備

と
い
っ
た
事
業
目
的
に
直
接
関
係
の

な
い
部
門
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、

総
務
、
開
発
と
い
っ
た
事
業
目
的
に

直
接
関
係
の
あ
る
部
門
に
お
い
て
も
、

外
部
委
託
が
な
さ
れ
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
他
、
資
本
関
係
が
ま
っ
た
く

存
し
な
い
別
会
社
へ
の
「
外
的
ア
ウ

ト
ソ
ー
シ
ン
グ
」
だ
け
で
な
く
、
例

え
ば
事
業
再
編
に
よ
っ
て
生
じ
た

（
協
約
に
拘
束
さ
れ
な
い
）
子
会
社

へ
の
「
内
的
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
」

も
広
が
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
あ

る
。社

会
民
主
党
に
よ
る“
偽
装
請
負
”

規
制
の
内
容

　

こ
の
よ
う
な
実
態
を
背
景
に
、
ド

イ
ツ
社
会
民
主
党
は
、
二
〇
一
三
年

二
月
一
九
日
、
偽
装
請
負
の
撲
滅
へ

向
け
た
議
案 

（B
T

-D
rucks. 17/ 

12378

） 

を
提
出
し
た
。
そ
の
中
で

ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
は
、
労
働
者
派

遣
法
（A

Ü
G

）
と
事
業
所
組
織
法

（B
etrV

G

）
の
改
正
を
提
案
し
て

い
る
。
ま
ず
、
労
働
者
派
遣
法
に
つ

い
て
は
、
請
負
発
注
元
企
業
に
お
け

る
労
働
者
の
職
務
と
請
負
受
注
先
企

業
の
そ
れ
と
の
一
致
、
請
負
受
注
先

企
業
労
働
者
に
よ
る
請
負
発
注
元
企

業
の
資
材
・
器
具
の
利
用
な
ど
七
つ

の
基
準
の
う
ち
少
な
く
と
も
三
つ
の

基
準
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
労

働
者
は
派
遣
労
働
者
と
推
定
す
る
、

と
い
う
規
定
の
導
入
な
ど
が
提
案
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
事
業
所
組
織

法
に
つ
い
て
は
、
事
業
目
的
の
達
成

に
必
要
な
労
働
ポ
ス
ト
を
ど
の
よ
う

な
者
に
担
わ
せ
る
か
（
た
と
え
ば
直

接
雇
用
労
働
者
か
派
遣
労
働
者
か
な

ど
）
を
共
同
決
定
事
項
の
一
つ
と
す

る
こ
と
な
ど
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

左
派
党
は
“
偽
装
自
営
業
者
”
規

制
も

　

さ
ら
に
ド
イ
ツ
左
派
党
も
、
同
日
、

請
負
契
約
濫
用
防
止
の
た
め
の
法
律

（
請
負
契
約
規
制
法
）
草
案 

（B
T

- 
D

rucks. 17/12373

） 

を
ド
イ
ツ
社

会
民
主
党
の
そ
れ
と
は
別
個
に
作
成
、

提
出
し
て
い
る
。
同
草
案
で
は
、
請

負
発
注
元
企
業
の
直
接
雇
用
推
定
規

定
（
二
条
）
や
請
負
受
注
先
企
業
の

均
等
取
扱
義
務
（
四
条
）
な
ど
、
よ

り
抜
本
的
な
「
偽
装
請
負
契
約
」
規

制
が
提
案
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

「
偽
装
自
営
業
者
」
に
関
す
る
法
規

制
（
三
条
）
の
導
入
も
提
案
さ
れ
て

い
る
。
後
者
は
、
生
計
の
た
め
に
就

労
し
、
さ
ら
に
通
常
か
つ
本
質
的
に

一
つ
の
委
任
者
に
し
か
就
労
し
て
い

な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
労
働
者
に

典
型
的
な
労
務
給
付
を
提
供
し
た
り

す
る
な
ど
の
特
徴
を
有
す
る
者
に
対

し
、
労
働
賃
金
の
反
対
給
付
と
し
て

就
労
し
て
い
る
者
と
し
て
の
推
定
を

行
う
も
の
で
あ
る
。

与
党
両
党
は
濫
用
規
制
へ
の
対
応

に
足
並
み
そ
ろ
わ
ず

　

以
上
の
よ
う
な
野
党
の
提
案
に
対

し
、
与
党
の
対
応
は
分
か
れ
て
い
る
。

一
方
の
キ
リ
ス
ト
教
民
主
・
社
会
同

盟
は
、
こ
の
よ
う
な
立
法
的
措
置
を

新
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
真
性
な

請
負
契
約
」
ま
で
も
が
濫
用
的
取
り

扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
恐
れ
ま

で
生
じ
る
こ
と
に
対
し
て
は
難
色
を

示
し
な
が
ら
も
、
こ
の
よ
う
な
方
向

で
の
市
場
統
制
強
化
を
行
う
こ
と
の

必
要
性
に
関
し
て
は
一
定
の
理
解
を

示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ド
イ

ツ
自
由
民
主
党（
Ｆ
Ｄ
Ｐ
）は
、
こ
の

よ
う
な
立
法
は
必
要
で
は
な
く
、
司

法
に
よ
る
対
応
で
十
分
と
し
て
い
る
。
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中
国
①

一
三
年
の
大
卒
就
職
が
過
去

最
高
の
厳
し
さ
に

　

二
〇
一
三
年
の
新
規
大
学
卒
業
者

の
就
職
市
場
は
厳
し
い
状
況
に
あ
る
。

卒
業
者
数
が
過
去
最
高
を
記
録
し
た

こ
と
に
加
え
、
国
有
企
業
で
の
採
用

減
少
、
公
務
員
試
験
制
度
改
革
、
そ

し
て
民
間
企
業
で
の
採
用
減
な
ど
の

諸
要
因
が
重
な
り
、「
過
去
も
っ
と
も

厳
し
い
年
に
な
る
」
と
の
声
も
あ
る
。

政
府
も
対
策
は
実
施
し
て
い
る
も
の

の
、
大
学
生
の
増
加
は
今
後
も
見
込

ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
雇
用
先
の

確
保
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い

る
。 国

有
企
業
採
用
減
や
公
務
員
試
験

改
革
な
ど
響
く

　

現
地
の
大
手
労
働
市
場
調
査
会
社

（
注
）の
調
査
に
よ
る
と
、
一
三
年
卒

業
の
大
学
生
の
一
三
年
一
月
時
点
で

の
内
定
率
は
三
八
％
で
、
前
年
同
期

比
を
八
％
下
回
っ
た
。
そ
の
他
の
調

査
で
も
、
軒
並
み
前
年
同
期
比
を
下

回
る
値
が
観
察
さ
れ
て
い
る
。
昨
年

も
大
卒
者
に
と
っ
て
は
比
較
的
に
就

職
難
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、

そ
れ
を
さ
ら
に
下
回
る
本
年
の
状
況

に
つ
い
て
、
現
地
報
道
は
「
過
去
最

も
厳
し
い
年
に
な
る
」、「『
海
投
』（
履

歴
書
を
大
量
に
送
付
す
る
行
為
）
し

て
も
、
就
職
で
き
な
い
者
が
多
数
い

る
」
と
伝
え
て
い
る
。 

　

大
卒
者
の
就
職
率
が
低
調
な
背
景

に
は
、
国
有
企
業
で
の
採
用
減
少
、

大
学
生
の
人
数
増
加
、
公
務
員
試
験

制
度
改
革
、
欧
州
を
中
心
と
す
る
低

調
な
海
外
経
済
の
影
響
を
受
け
た
民

間
企
業
で
の
採
用
減
少
な
ど
諸
要
因

が
重
な
っ
て
い
る
。 

　

国
有
企
業
は
求
職
者
を
大
量
に
雇

用
す
る
貴
重
な
雇
用
先
で
は
あ
る
が
、

昨
今
の
国
内
外
の
経
済
の
不
透
明
さ

を
踏
ま
え
て
、
軒
並
み
採
用
を
抑
制

し
て
い
る
。
山
西
省
の
あ
る
国
有
企

業
の
場
合
、
昨
年
は
七
〇
〇
人
の
大

学
卒
業
者
を
募
集
し
た
が
、
今
年
は

五
〇
〇
人
に
削
減
し
た
。 

　

ま
た
大
学
生
の
人
数
増
加
も
大
き

な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
大
学
生
数

は
こ
こ
数
年
う
な
ぎ
上
り
に
増
加
し

て
お
り
、
一
三
年
の
大
学
卒
業
者
数

は
過
去
最
高
の
約
七
〇
〇
万
人
に
達

す
る
見
込
み
だ
（
図
）。
そ
の
分
、

求
職
中
の
学
生
に
は
厳
し
い
状
況
と

な
っ
て
い
る
。

　

公
務
員
採
用
試
験
の
制
度
改
革
も

影
響
し
て
い
る
。
従
来
は
、
多
く
の

公
務
員
の
職
種
で
大
学
卒
業
後
す
ぐ

の
就
職
が
可
能
で
あ
っ
た
が
、
制
度

改
革
に
よ
り
、
多
く
の
職
種
で
二
年

以
上
の
社
会
人
経
験
や
西
部
地
域
・

農
村
地
域
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
経
験

が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
大

学
卒
業
直
後
の
者
が
公
務
員
に
就
職

す
る
こ
と
は
、
ご
く
一
部
の
研
究
職

な
ど
を
除
き
、
ほ
ぼ
不
可
能
と
な
っ

た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
代
わ
り
に

民
間
企
業
へ
の
就
職
希
望
者
が
増
加

し
て
い
る
。 

　

さ
ら
に
は
欧
州
地
域
で
の
経
済
停

滞
に
よ
り
、
輸
出
産
業
を
中
心
に
業

績
が
低
迷
す
る
状
況
に
あ
り
、
こ
れ
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が
求
人
減
少
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
。

仮
に
求
人
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
慢

性
的
な
イ
ン
フ
レ
に
も
関
わ
ら
ず
、

給
与
水
準
が
前
年
入
社
者
の
当
時
の

給
与
水
準
と
差
異
が
な
い
よ
う
な
状

況
も
散
見
さ
れ
つ
つ
あ
る
。 

西
部
地
域
派
遣
な
ど
政
府
対
策
の

効
果
は
不
十
分　

　

政
府
は
こ
う
し
た
事
態
に
対
し
て
、

起
業
支
援
や
主
に
西
部
地
域
の
農
村

へ
の
若
年
者
派
遣
に
よ
り
、
失
業
の

是
正
に
取
り
組
ん
で
い
る
。 

　

起
業
支
援
で
は
特
に
Ｉ
Ｔ
や
バ
イ

オ
の
よ
う
な
付
加
価
値
が
高
く
、
今

後
の
発
展
が
見
込
ま
れ
る
産
業
を
中

心
に
、
若
年
者
に
対
し
て
オ
フ
ィ
ス

の
斡
旋
、
融
資
資
金
の
一
部
援
助
、

減
税
措
置
な
ど
を
実
施
し
て
い
る
。 

　

西
部
地
域
へ
の
若
年
者
派
遣
で
は
、

大
都
市
の
大
学
を
卒
業
し
た
学
生
を

西
部
地
域
に
一
～
三
年
程
度
派
遣
す

る
こ
と
で
、
大
都
市
で
は
得
が
た
い

経
験
を
積
ん
で
も
ら
う
と
と
も
に
、

政
府
が
重
点
発
展
地
域
と
位
置
付
け

る
西
部
地
域
の
発
展
を
促
そ
う
と
し

て
い
る
。 

　

農
村
部
へ
の
派
遣
で
は
、
当
該
地

域
の
学
校
に
教
師
と
し
て
派
遣
す
る

こ
と
で
、
若
年
者
に
経
験
を
積
ま
せ

る
と
と
も
に
、
農
村
部
で
の
教
育
水

準
の
向
上
を
め
ざ
し
て
い
る
。
西
部

地
域
、
農
村
部
に
派
遣
さ
れ
た
若
年

者
は
活
動
中
、
補
助
金
が
政
府
よ
り

支
給
さ
れ
る
。
派
遣
期
間
を
終
了
し

た
若
年
者
は
、
そ
の
後
公
務
員
試
験

や
大
学
院
の
入
学
試
験
に

お
い
て
、
加
点
な
ど
の
恩

恵
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

う
し
た
経
験
は
企
業
に
お

い
て
は
、
必
ず
し
も
高
く

評
価
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
そ
の
た
め
、
政

府
の
い
く
つ
か
の
対
策
も
、

直
近
の
失
業
問
題
の
改
善

に
は
あ
る
程
度
寄
与
し
て

い
る
も
の
の
、
民
間
企
業

に
お
け
る
雇
用
創
出
と
い

う
根
本
的
な
解
決
策
と
い

う
点
で
は
、
現
時
点
で
は

効
果
的
な
対
策
を
十
分
に

は
打
ち
出
せ
ず
に
い
る
。

す
ぐ
辞
職
す
る
「
閃
辞
族
」
増
え
る

　

現
在
、
労
働
市
場
に
は
一
九
九
〇

年
代
生
ま
れ
が
続
々
と
参
入
し
つ
つ

あ
る
が
、
彼
ら
の
意
識
に
は
か
つ
て

の
若
年
層
と
は
異
な
る
傾
向
が
見
ら

れ
る
。
七
〇
年
代
生
ま
れ
の
者
達
は
、

就
職
に
際
し
て
一
般
的
に
、「
高
収

入
・
手
厚
い
福
利
厚
生
」
を
重
視
す

る
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
七
八
年

の
改
革
開
放
、
七
九
年
の
一
人
っ
子

政
策
開
始
後
に
生
ま
れ
た
八
〇
年
代
、

九
〇
年
代
生
ま
れ
の
場
合
、
そ
の

育
っ
た
家
庭
環
境
、
体
験
し
た
経
済

成
長
が
彼
ら
の
考
え
方
に
影
響
を
与

え
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
中
国
が
Ｗ

Ｔ
Ｏ
に
加
盟
し
て
毎
年
の
よ
う
に
二

桁
成
長
を
達
成
し
た
時
期
に
多
感
な

時
代
を
送
っ
た
九
〇
年
代
生
ま
れ
は
、

就
職
に
際
し
て
「
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ

で
き
る
環
境
、
自
由
度
の
高
い
就
労
、

お
互
い
を
尊
重
す
る
関
係
」
を
重
視

す
る
傾
向
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い

る
。 

　

そ
ん
な
九
〇
年
代
生
ま
れ
は
、
た

と
え
無
事
に
就
職
で
き
た
と
し
て
も

『
閃
辞
族
』（
閃
く
よ
う
な
早
さ
で
辞

職
す
る
若
年
者
）
と
し
て
す
ぐ
に
転

職
し
た
り
、
大
学
卒
業
後
に
国
外
に

活
路
を
求
め
、
日
本
を
含
む
海
外
で

す
ぐ
に
働
き
出
す
者
も
多
い
。

［
注
］

Ｍ
ｙ
ｃ
ｏ
ｓ
（
麦
可
思
）。
国
務
院
直
属
の

研
究
機
関
で
あ
る
社
会
科
学
院
と
、
共

同
で
の
研
究
活
動
を
度
々
実
施
し
て
い

る
。

【
参
考
資
料
】

教
育
部
、
新
華
社
通
信
、
大
連
晩
報

（
国
際
研
究
部
）

中
国
②

男
女
賃
金
格
差
が
拡
大

　

複
数
の
調
査
か
ら
、
男
女
の
賃
金

等
に
お
け
る
格
差
が
拡
大
傾
向
に
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
急
激

な
経
済
成
長
の
中
で
、
特
に
男
性
が

多
く
就
労
す
る
製
造
業
に
お
い
て
賃

金
が
著
し
く
上
昇
し
た
こ
と
が
、
主

な
要
因
と
見
ら
れ
る
。

過
去
二
〇
年
で
格
差
が
進
行

　

最
近
公
表
さ
れ
た
男
女
の
格
差
に

つ
い
て
の
調
査
は
、
い
ず
れ
も
格
差

が
拡
大
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

　

五
月
中
旬
に
開
催
さ
れ
た
東
ア
ジ

ア
男
女
共
同
参
画
担
当
大
臣
会
合
で

の
発
表
に
よ
る
と
、
中
国
で
都
市
に

居
住
す
る
女
性
の
所
得
は
、
一
九
九

〇
年
時
点
で
男
性
の
約
七
八
％
で

あ
っ
た
が
一
九
九
九
年
に
は
七
〇
％

ま
で
低
下
し
、
二
〇
一
〇
年
で
は
六

七
％
と
な
っ
た
。
農
村
地
域
に
お
い

て
は
、
一
九
九
〇
年
時
点
で
約
七

九
％
で
あ
っ
た
が
、
一
九
九
九
年
に

は
六
〇
％
ま
で
低

下
し
、
二
〇
一
〇

年
に
は
五
六
％
に

ま
で
低
下
し
て
い

る
。 

　

ま
た
全
国
総
工

会
が
実
施
し
た
調

査
で
は
、
女
性
の

社
会
進
出
が
後
退

し
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
っ
た
。

二
〇
一
一
年
時
点

で
企
業
の
管
理
職
に
占
め
る
女
性
の

割
合
は
三
二
％
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ

は
二
〇
〇
五
年
か
ら
比
べ
て
一
一
％

も
下
落
し
て
い
る
。

第
二
次
産
業
の
成
長
が
主
因

　

賃
金
格
差
が
過
去
二
〇
年
で
拡
大

し
た
主
な
要
因
は
、
製
造
業
の
発
展

で
あ
る
。
改
革
開
放
以
前
は
職
場
に

お
け
る
男
女
の
賃
金
は
、
そ
れ
ほ
ど

大
き
な
格
差
で
は
な
か
っ
た
。
し
か

し
改
革
開
放
政
策
の
中
で
製
造
業
は

飛
躍
的
な
成
長
を
遂
げ
、
そ
れ
と
共

に
そ
こ
で
就
労
す
る
労
働
者
の
賃
金

も
増
加
し
た
。
一
方
、
第
三
次
産
業

に
お
け
る
賃
金
の
増
加
は
比
較
的
緩

や
か
に
推
移
す
る
。
男
性
は
第
二
次

産
業
に
多
く
従
事
し
、
女
性
は
第
三

次
産
業
に
多
く
従
事
す
る
傾
向
が
あ

る
た
め
、
結
果
と
し
て
賃
金
格
差
は

拡
大
し
た
。
特
に
農
村
出
身
の
出
稼

ぎ
労
働
者
の
場
合
は
、
男
性
が
工
場

で
就
労
し
、
女
性
が
レ
ス
ト
ラ
ン
の

ウ
ェ
イ
ト
レ
ス
な
ど
と
し
て
サ
ー
ビ

ス
産
業
に
従
事
す
る
傾
向
が
都
市
居

住
者
に
比
べ
て
顕
著
で
あ
る
た
め
、

図　大学卒業者数の推移（単位：万人）

資料出所：教育部
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格
差
が
よ
り
拡
大
し
て
い
る
状
況
に

あ
る
。
た
だ
し
今
後
に
つ
い
て
は
、

産
業
構
造
の
変
化
に
伴
い
、
男
女
の

賃
金
格
差
が
自
然
と
縮
小
す
る
可
能

性
も
あ
る
。

　

一
方
、
女
性
の
働
き
や
す
さ
と
い

う
点
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
一
部

に
条
件
の
悪
化
も
見
ら
れ
る
。
改
革

開
放
以
前
の
国
営
企
業
で
は
、
託
児

所
が
完
備
さ
れ
る
な
ど
子
を
持
つ
親

に
と
っ
て
就
労
し
や
す
い
環
境
に

あ
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
数
年
は
、
グ

ロ
ー
バ
ル
競
争
の
激
化
を
理
由
に
、

国
有
企
業
（
か
つ
て
の
国
営
企
業
）

で
託
児
所
を
閉
鎖
す
る
事
例
も
散
見

さ
れ
る
な
ど
、
女
性
の
就
労
環
境
は

厳
し
さ
を
増
し
て
い
る
。

【
参
考
資
料
】

チ
ャ
イ
ナ
デ
イ
リ
ー
、
Ｓ
ａ
ｖ
ｅ 

ｔ
ｈ
ｅ 

Ｃ
ｈ
ｉ
ｌ
ｄ
ｒ
ｅ
ｎ

（
国
際
研
究
部
）

韓
国
①

非
正
規
の
無
期
雇
用
化
計
画
が

順
調
に
実
施
―
朴
政
権
、
公
共

部
門
で
一
五
年
ま
で
に
転
換

　

韓
国
政
府
は
、
公
共
部
門
の
非
正

規
労
働
者
を
期
間
の
定
め
の
な
い
雇

用
契
約
（
無
期
雇
用
契
約
）
に
転
換

す
る
計
画
を
進
め
て
い
る
。
二
〇
一

二
年
は
二
万
二
〇
〇
〇
人
の
非
正
規

労
働
者
が
無
期
雇
用
契
約
に
転
換
さ

れ
た
。
朴
槿
惠
政
権
は
、
大
統
領
選

挙
の
公
約
に
基
づ
き
、
公
共
部
門
で

常
時
・
継
続
的
な
業
務
に
従
事
す
る

非
正
規
労
働
者
を
一
五
年
ま
で
に
無

期
雇
用
契
約
に
転
換
す
る
方
針
で
あ

る
。
政
府
は
、
計
画
は
順
調
に
実
施

さ
れ
て
い
る
と
評
価
し
て
い
る
。

二
万
二
〇
〇
〇
人
の
非
正
規
を
一

二
年
に
無
期
雇
用
化

　

公
共
部
門
で
常
時
・
継
続
的
な
業

務
に
従
事
す
る
非
正
規
労
働
者
の
う

ち
、
二
万
二
〇
六
九
人
が
一
二
年
に

無
期
雇
用
契
約
に
転
換
さ
れ
た
（
表

１
）。
こ
れ
ら
の
労
働
者
は
、
四
六

の
中
央
行
政
機
関
、
二
四
六
の
地
方

政
府
、
四
三
〇
の
公
共
機
関
お
よ
び

七
七
の
教
育
機
関
を
含
む
、
合
計
七

九
九
の
組
織
で
働
い
て
い
た
。
各
組

織
は
、
関
係
政
府
機
関
と
共
同
で
策

定
し
た
「
公
共
部
門
の
非
正
規
労
働

者
の
雇
用
条
件
を
改
善
す
る
た
め
の

対
策
」（
一
一
年
一
一
月
）お
よ
び「
実

施
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
一
二
年
一
月
）

に
基
づ
き
転
換
を
実
施
し
た
。
転
換

計
画
に
対
し
、
一
二
年
に
実
際
に
無

期
雇
用
契
約
に
転
換
さ
れ
た
非
正
規

労
働
者
の
割
合
は
九
六
・
三
％
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
い
く
つ
か
の
組
織

は
一
三
年
一
月
一
日
に
七
〇
〇
人
以

上
の
非
正
規
労
働
者
を
一
斉
に
無
期

雇
用
契
約
に
転
換
し
た
。
韓
国
政
府

は
、
転
換
計
画
が
順
調
に
実
施
さ
れ

て
い
る
と
評
価
し
て
い
る
。

　

と
り
わ
け
、
韓
国
開
発
銀
行
、
韓

国
産
業
銀
行
、
光
州
広
域
市
政
府
お

よ
び
仁
川
交
通
公
社
は
、
非
正
規
労

働
者
の
雇
用
条
件
改
善
を
主
導
し
、

計
画
よ
り
も
多
い
非
正
規
労
働
者
を

正
規
雇
用
に
転
換
す
る
と
と
も
に
、

間
接
雇
用
労
働
者
を
直
接
雇
用
に
採

用
し
た
。

常
時
・
継
続
的
業
務
の
非
正
規
を

一
五
年
ま
で
に
無
期
雇
用
化

　
「
二
〇
一
二
年
公
共
部
門
非
正
規

労
働
者
実
態
調
査
」
に
よ
る
と
、
公

共
部
門
に
は
二
四
万
九
〇
〇
〇
人
の

直
接
雇
用
の
非
正
規
労
働
者
お
よ
び

一
一
万
人
の
派
遣
・
契
約
企
業
労
働

者
が
働
い
て
い
た
（
表
２
）。
一
一

年
の
同
調
査
の
対
象
組
織
と
同
じ
範

囲
で
比
較
す
る
と
、
公
共
部
門
の
非

正
規
労
働
者
数
は
、
直
接
雇
用
で
二

万
人
、
間
接
雇
用
で
一
〇
〇
〇
人
、

そ
れ
ぞ
れ
減
少
し
た
。
し
か
し
、
一

二
年
調
査
で
は
、
新
た
に
設
立
さ
れ

た
組
織
を
含
む
四
〇
組
織
（
労
働
者

数
約
二
六
〇
〇
人
）
を
対
象
に
追
加

し
、
雇
用
助
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ

て
雇
用
さ
れ
た
労
働
者
（
約
三
〇
〇

〇
人
）
も
含
め
る
こ
と
と
し
た
。
こ

の
た
め
、
直
接
雇
用
の
非
正
規
労
働

者
数
は
前
年
よ
り
約
八
〇
〇
〇
人
増

加
し
、
二
四
万
九
〇
〇
〇
人
と
な
っ

た
。

　

朴
政
権
は
、
大
統
領
選
挙
の
公
約

に
基
づ
き
、
公
共
部
門
で
常
時
・
継

続
的
な
業
務
に
従
事
す
る
非
正
規
労

働
者
を
一
五
年
ま
で
に
無
期
雇
用
契

約
に
転
換
す
る
方
針
で
あ
る
。
一
二

年
の
公
共
部
門
の
非
正
規
労
働
者
約

三
六
万
人
（
派
遣
・
契
約
企
業
労
働

者
を
含
む
）
の
う

ち
、
二
年
以
上
働

く
、
常
時
・
継
続

的
業
務
に
従
事
す

る
非
正
規
労
働
者

が
無
期
転
換
の
対

象
と
な
る
。
常
時
・

継
続
的
な
業
務
に

従
事
し
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、

従
前
の
転
換
計
画

か
ら
除
外
さ
れ
て

い
た
政
府
出
資
機

関
の
研
究
者
も
新

た
に
転
換
の
対
象

と
し
た
。

新
転
換
計
画
の

策
定
・
実
施
と

雇
用
労
働
部
に

よ
る
支
援

　

一
一
年
の
「
公

共
部
門
の
非
正
規

労
働
者
の
雇
用
条

件
を
改
善
す
る
た

め
の
対
策
」
は
、

公
共
部
門
の
各
組

織
に
対
し
、
一
三

年
ま
で
に
常
時
・
継
続
的
業
務
に
従

事
す
る
非
正
規
労
働
者
の
無
期
雇
用

契
約
へ
の
転
換
計
画
を
策
定
・
実
施

す
る
よ
う
求
め
て
い
た
。
し
か
し
、

雇
用
労
働
部
は
そ
の
締
め
切
り
を
一

五
年
ま
で
延
長
し
、
そ
れ
ま
で
に
、

一
一
年
の
対
策
が
発
表
さ
れ
て
以
降

に
採
用
さ
れ
た
労
働
者
を
含
む
新
た

な
転
換
計
画
を
策
定
・
実
施
す
る
よ

う
す
べ
て
の
公
共
組
織
に
要
請
す
る

表2　公共部門の非正規労働者数
（単位：人、％） 

資料出所：雇用労働部「公共部門非正規労働者実態調査」 

 2011年調査 2012年調査 

合計 

直接雇用 派遣・契  
約企業 
労働者

合計

直接雇用 派遣・契 
約企業 
労働者

正規 
労働者

非正規 
労働者

正規 
労働者

非正規 
労働者

 合計  1,690,856  1,350,220  240,993  99,643  1,754,144  1,393,889  249,614  110,641 
    (14.3)  (5.9)    (14.2) (6.3)

 中央行政機関  292,648  266,262  18,575  7,811  289,499  263,529  20,074  5,896 
    (6.3)  (2.7)    (6.9) (2.0)

 地方政府  385,617  327,842  47,516  10,259  385,050  324,281  49,349  11,420 
    (12.3)  (2.7)    (12.8) (3.0)

 公共機関  402,338  293,085  49,815  59,438  450,576  322,475  54,895  73,206 
    (12.4)  (14.8)    (12.2) (16.3)

 教育機関  610,253  463,031  125,087  22,135  629,019  483,604  125,296  20,119
    (20.5)  (3.6)    (19.9) (3.2) 

表1　2012年の非正規労働者の無期雇用契約への転換
（単位：人）

資料出所：雇用労働部

転換計画
転換実績

合計 2012年上期 2012年下期

合計 22,914 22,069 14,854 7,215

中央行政機関 3,197 2,361 1,132 1,229

地方政府 1,905 1,772 931 841

公共機関 5,517 5,116 2,823 2,293

教育機関 12,295 12,820 9,968 2,852
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こ
と
と
し
た
。

　

雇
用
労
働
部
は
、
中
央
政
府
機
関

に
お
け
る
無
期
雇
用
契
約
労
働
者
の

賃
金
そ
の
他
の
労
働
条
件
を
改
善
す

る
た
め
、
関
係
政
府
機
関
と
協
議
を

行
う
。
ま
た
、
学
校
で
働
く
非
正
規

労
働
者
の
特
徴
を
考
慮
し
、
当
該
労

働
者
の
雇
用
安
定
お
よ
び
労
働
条
件

改
善
の
た
め
の
方
策
を
検
討
す
る
。

例
え
ば
、
労
働
者
の
勤
続
年
数
を
反

映
し
た
賃
金
表
に
改
訂
す
る
計
画
を

策
定
す
る
。
他
方
、
清
掃
夫
の
よ
う

な
間
接
雇
用
労
働
者
を
直
接
雇
用
に

転
換
す
る
場
合
、
賃
金
水
準
設
定
な

ど
の
必
要
事
項
に
つ
い
て
助
言
を
行

う
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を

常
時
提
供
す
る
。

　

雇
用
労
働
部
は
ま
た
、
常
時
・
継

続
的
な
業
務
に
従
事
す
る
間
接
雇
用

労
働
者
を
、
期
間
の
定
め
の
な
い
雇

用
契
約
労
働
者
に
直
接
転
換
す
る
こ

と
も
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
す
な
わ

ち
、
間
接
雇
用
労
働
者
を
最
初
に
有

期
の
直
接
雇
用
労
働
者
に
転
換
し
、

そ
の
後
、
無
期
雇
用
契
約
労
働
者
に

変
更
す
る
現
在
の
転
換
制
度
か
ら
、

間
接
雇
用
労
働
者
を
無
期
雇
用
契
約

労
働
者
に
直
接
転
換
す
る
簡
易
な
制

度
へ
の
移
行
を
め
ざ
し
て
い
る
。

【
参
考
資
料
】

雇
用
労
働
部
Ｗ
ｅ
ｂ
情
報

韓
国
②

定
年
延
長
法
が
成
立
―
二
〇

一
六
年
か
ら
段
階
的
に
施
行

　

定
年
を
延
長
す
る
「
雇
用
上
の
年

齢
差
別
禁
止
お
よ
び
高
齢
者
雇
用
促

進
法
改
正
法
」
が
四
月
三
〇
日
、
国

会
で
可
決
成
立
し
た
。
改
正
法
は
、

こ
れ
ま
で
努
力
義
務
で
あ
っ
た
六
〇

歳
以
上
の
定
年
を
、
従
業
員
三
〇
〇

人
以
上
の
事
業
所
は
二
〇
一
六
年
か

ら
、
三
〇
〇
人
未
満
の
事
業
所
は
一

七
年
か
ら
義
務
化
し
た
。
ま
た
、
定

年
延
長
に
伴
う
企
業
の
負
担
増
に
配

慮
し
、
労
使
は
賃
金
体
系
改
編
等
の

必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
規
定
し
た
。

六
〇
歳
定
年
を
義
務
化
、
罰
則
規

定
は
な
し

　

韓
国
の
定
年
制
は
、
こ
れ
ま
で
法

律
で
一
律
の
定
年
年
齢
を
定
め
ず
、

「
雇
用
上
の
年
齢
差
別
禁
止
お
よ
び

高
齢
者
雇
用
促
進
法
」
に
お
い
て
、

「
事
業
主
は
、
定
年
を
定
め
る
場
合
、

六
〇
歳
以
上
に
な
る
よ
う
努
力
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い

た
。
改
正
法
は
こ
の
規
定
を
、「
事
業

主
は
、
労
働
者
の
定
年
を
六
〇
歳
以

上
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改

め
、
六
〇
歳
以
上
の
定
年
を
義
務
化

し
た
。
さ
ら
に
、「
定
年
を
六
〇
歳
未

満
と
定
め
た
場
合
、
定
年
を
六
〇
歳

と
み
な
す
」
と
い
う
規
定
を
追
加
し

法
律
の
実
効
性
を
高
め
た
。
し
か
し
、

同
法
に
は
罰
則
規
定
が
な
い
た
め
、

定
年
を
六
〇
歳
未
満
に
定
め
た
だ
け

で
事
業
主
が
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
。
こ
の
た
め
、
年
齢
を
理
由
に
六

〇
歳
未
満
で
解
雇
さ
れ
た
労
働
者
は
、

労
働
委
員
会
や
裁
判
所
に
対
し
事
業

主
を
不
当
解
雇
で
訴
え
、
現
職
復
帰

や
解
雇
期
間
中
の
未
払
賃
金
の
支
払

い
を
求
め
る
こ
と
と
な
る
。

　

六
〇
歳
定
年
制
は
、
公
共
機
関
、

地
方
公
社
、
地
方
公
団
、
三
〇
〇
人

以
上
の
事
業
所
で
一
六
年
か
ら
、
国

お
よ
び
自
治
体
、
三
〇
〇
人
未
満
の

事
業
所
で
一
七
年
か
ら
施
行
さ
れ
る
。

賃
金
ピ
ー
ク
制
に
よ
る
賃
金
体
系

の
見
直
し
を
想
定

　

改
正
法
は
ま
た
、
定
年
延
長
に
よ

る
企
業
の
負
担
増
に
配
慮
し
、「
定
年

を
延
長
す
る
事
業
主
と
労
働
組
合
は
、

賃
金
体
系
改
編
等
の
必
要
な
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定

し
た
。
立
法
過
程
で
は
、
一
定
年
齢

を
超
え
た
場
合
、
賃
金
を
削
減
す
る

代
わ
り
に
定
年
保
障
、
定
年
延
長
や

雇
用
延
長
を
行
う
賃
金
ピ
ー
ク
制
の

導
入
を
義
務
付
け
る
議
論
も
あ
っ
た

が
、
法
律
に
は
明
記
さ
れ
ず
、
労
使

の
自
主
決
定
に
委
ね
ら
れ
た
。
政
府

は
、
賃
金
ピ
ー
ク
制
を
導
入
し
た
事

業
所
に
対
し
、
賃
金
ピ
ー
ク
制
補
填

手
当
を
支
給
し
て
い
る
。

　

定
年
延
長
に
伴
う
賃
金
体
系
改
編

を
め
ぐ
っ
て
労
使
紛
争
が
発
生
し
た

場
合
、
労
働
委
員
会
に
仲
裁
を
申
請

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

年
金
支
給
開
始
年
齢
を
段
階
的
に

六
五
歳
ま
で
引
き
上
げ

　

韓
国
の
国
民
年
金
の
受
給
開
始
年

齢
は
、
少
子
高
齢
化
や
出
生
率
の
低

下
な
ど
に
よ
り
、
二
〇
一
三
年
か
ら

段
階
的
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
二
〇
三

三
年
に
六
五
歳
と
な
る
。
一
九
五
三

年
～
五
六
年
生
ま
れ
の
加
入
者
は
六

一
歳
、
五
七
～
六
〇
年
生
ま
れ
は
六

二
歳
、
六
一
～
六
四
年
生
ま
れ
は
六

三
歳
、
六
五
～
六
八
年
生
ま
れ
は
六

四
歳
、
六
九
年
生
ま
れ
以
降
は
六
五

歳
か
ら
受
給
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

早
期
退
職
な
ど
で
収
入
が
な
い
場
合

に
五
五
歳
か
ら
申
請
す
る
こ
と
が
で

き
た
早
期
受
給
年
金
も
、
生
ま
れ
た

年
に
よ
っ
て
早
期
受
給
可
能
年
齢
が

五
六
～
六
〇
歳
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
。

六
〇
歳
定
年
制
の
義
務
化
に
対
す

る
肯
定
的
な
見
方

　

六
〇
歳
定
年
制
の
義
務
化
に
よ
る

肯
定
的
な
側
面
と
し
て
国
民
年
金
受

給
ま
で
家
計
の
負
担
を
軽
減
す
る
効

果
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

企
業
側
か
ら
は
「
負
担
が
増
加
す

る
」
と
の
声
も
あ
が
っ
て
い
る
が
、

大
企
業
の
中
に
は
、
す
で
に
六
〇
歳

定
年
制
を
実
施
し
て
い
る
企
業
も
数

多
く
存
在
す
る
。
ポ
ス
コ
は
、
二
〇

一
一
年
か
ら
定
年
年
齢
を
五
六
歳
か

ら
五
八
歳
に
延
長
し
た
。
五
八
歳
の

定
年
退
職
後
も
希
望
者
は
一
年
単
位

の
再
雇
用
契
約
に
よ
り
六
〇
歳
ま
で

働
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

一
二
年
に
五
六
歳
で
定
年
を
迎
え
る

予
定
だ
っ
た
六
四
六
人
が
現
在
も
働

い
て
い
る
。
一
三
年
も
四
八
五
人
が

そ
の
恩
恵
を
受
け
る
見
通
し
で
あ
る
。

ポ
ス
コ
側
は
、
六
〇
歳
定
年
制
の
実

施
に
満
足
感
を
示
し
て
い
る
。
ポ
ス

コ
労
務
グ
ル
ー
プ
の
ム
ン
・
ジ
ソ
ン
・

チ
ー
ム
長
は
「
定
年
延
長
に
関
す
る

〇
七
年
か
ら
の
労
使
の
議
論
を
経
て
、

賃
金
ピ
ー
ク
制
と
と
も
に
、
現
在
の

六
〇
歳
定
年
制
を
導
入
し
た
。
導
入

後
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ベ
ト
ナ
ム
な

ど
へ
の
海
外
進
出
が
増
加
し
、
現
地

採
用
者
を
教
育
す
る
人
材
が
必
要
と

な
っ
た
。
長
年
の
経
験
を
持
つ
社
員

は
会
社
に
と
っ
て
大
き
な
資
源
で
あ

る
」
と
述
べ
た
。
ポ
ス
コ
の
従
業
員

も
六
〇
歳
定
年
制
に
満
足
感
を
示
し

て
い
る
と
い
う
。

　

ポ
ス
コ
グ
ル
ー
プ
で
は
、
ポ
ス
コ

鋼
板
、
ポ
ス
コ
エ
ム
テ
ッ
ク
、
ポ
ス

コ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
な
ど
も
六
〇
歳
定
年
制
を

導
入
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
六
〇
歳

定
年
制
を
導
入
し
た
企
業
を
見
る
と
、

Ｇ
Ｓ
カ
ル
テ
ッ
ク
ス
、
現
代
オ
イ
ル

バ
ン
ク
、
現
代
重
工
業
、
大
宇
造
船

海
洋
な
ど
製
造
業
の
割
合
が
高
い
。

昨
年
定
年
を
六
〇
歳
に
延
長
し
た
Ｇ

Ｓ
カ
ル
テ
ッ
ク
ス
の
人
事
担
当
者
は
、

「
コ
ス
ト
負
担
が
あ
る
こ
と
は
事
実

だ
が
、
長
年
の
経
験
を
持
つ
人
材
を

活
用
し
て
負
担
を
相
殺
す
る
よ
う
職

務
教
育
シ
ス
テ
ム
を
開
発
し
、
新
た

な
人
材
育
成
に
活
用
し
て
い
る
」
と

述
べ
た
。

六
〇
歳
定
年
制
の
義
務
化
に
対
す

る
否
定
的
な
見
方

　

賃
金
ピ
ー
ク
制
の
導
入
は
義
務
化

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
労
使

が
自
主
的
に
決
定
す
る
た
め
、
労
使

交
渉
の
難
航
が
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
、

雇
用
市
場
の
変
化
に
よ
り
若
者
の
雇

用
が
ま
す
ま
す
難
し
く
な
る
こ
と
が



海外労働事情

Business Labor Trend 2013.7

54

懸
念
さ
れ
る
。
雇
用
が
増
え
な
い
状

況
で
、
定
年
を
延
長
す
る
場
合
、
若

年
雇
用
を
減
ら
す
し
か
な
い
。
賃
金

ピ
ー
ク
制
に
よ
る
賃
金
削
減
の
程
度

に
応
じ
て
、
企
業
が
費
用
負
担
を
理

由
に
新
規
採
用
を
忌
避
す
る
可
能
性

も
あ
る
。

　

慶
南
経
営
者
総
会
の
バ
ン
・
ヨ
ン

ジ
ク
部
長
は
、「
昨
年
の
賃
金
交
渉
で

労
働
組
合
が
譲
歩
し
た
た
め
、
今
年

賃
金
引
き
上
げ
を
要
求
さ
れ
た
場
合
、

使
用
者
側
は
応
え
ざ
る
を
得
な
い
。

企
業
は
、
不
安
定
な
景
気
状
況
の
中

で
、コ
ス
ト
負
担
が
よ
り
重
く
な
る
」

と
述
べ
た
。
民
主
労
総
慶
南
本
部
の

ジ
ョ
・
テ
イ
ル
政
策
局
長
は
、「
六
〇

歳
定
年
制
の
導
入
は
歓
迎
す
る
が
、

高
齢
労
働
者
の
賃
金
を
下
方
平
準
化

さ
せ
る
恐
れ
が
あ
り
、
非
正
規
雇
用

な
ど
質
の
悪
い
雇
用
が
増
大
す
る
可

能
性
が
あ
る
」
と
述
べ
た
。

　

世
論
調
査
専
門
機
関
モ
ノ
リ
サ
ー

チ
が
全
国
の
成
人
男
女
一
〇
七
〇
人

を
対
象
に
四
月
二
五
日
に
実
施
し
た

「
賃
金
ピ
ー
ク
制
導
入
の
賛
否
に
関

す
る
調
査
」
結
果
に
よ
る
と
、「
導
入

賛
成
」
五
四
・
九
％
、「
導
入
反
対
」

二
三
・
一
％
、「
分
か
ら
な
い
」
二
二
・

〇
％
で
あ
っ
た
。
導
入
賛
成
と
答
え

た
割
合
は
、
四
〇
代
で
六
一
・
八
％
、

五
〇
代
で
五
九
・
八
％
、
導
入
反
対

と
答
え
た
割
合
は
、二
〇
代
で
三
二
・

七
％
、
三
〇
代
で
二
七
・
六
％
と
高

か
っ
た
。
定
年
を
控
え
た
中
高
年
層

と
就
職
な
ど
の
悩
み
を
抱
え
た
若
年

層
の
間
で
、
認
識
の
差
が
大
き
い
こ

と
が
わ
か
っ
た
。

（
国
際
研
究
部
）

Ｅ
Ｕ

域
内
労
働
者
の
権
利
の
実
施

促
進
に
関
す
る
指
令
案

　

欧
州
委
員
会
は
四
月
、
Ｅ
Ｕ
域
内

の
他
国
で
就
労
す
る
労
働
者
に
認
め

ら
れ
る
権
利
の
実
施
促
進
を
目
的
と

し
た
指
令
案
を
採
択
し
た
。
Ｅ
Ｕ
法

は
、
雇
用
の
提
供
や
報
酬
、
そ
の
他

の
労
働
条
件
に
関
し
て
出
身
国
を
理

由
と
し
た
差
別
を
禁
止
し
て
い
る
が
、

各
国
の
法
制
度
や
雇
用
慣
行
に
は
依

然
と
し
て
他
の
加
盟
国
か
ら
の
労
働

者
に
対
す
る
差
別
や
障
壁
が
存
在
す

る
と
い
う
。
新
た
な
指
令
は
、
こ
う

し
た
労
働
者
の
権
利
保
護
に
関
す
る

有
効
な
実
施
体
制
の
整
備
を
加
盟
国

に
求
め
る
も
の
だ
。

労
働
者
、
送
出
し
国
、
受
入
れ
国

の
そ
れ
ぞ
れ
に
利
益
、
と
欧
州
委

　

加
盟
国
労
働
者
の
域
内
に
お
け
る

移
動
の
自
由
は
、
欧
州
連
合
の
機
能

に
関
す
る
条
約
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ

た
Ｅ
Ｕ
市
民
の
基
本
的
な
権
利
で
あ

り
、
雇
用
、
報
酬
、
そ
の
他
労
働
条

件
に
関
し
て
出
身
国
を
理
由
に
差
別

さ
れ
な
い
権
利
を
保
障
す
る
と
と
も

に
、
正
当
化
で
き
な
い
障
壁
を
排
除

す
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
は
、
す
べ
て

の
Ｅ
Ｕ
市
民
に
域
内
で
の
求
職
、
就

労
、
事
業
設
立
及
び
サ
ー
ビ
ス
提
供

の
自
由
を
認
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、

労
働
者
の
移
動
の
自
由
に
関
す
る
規

則（
１
）は
、
他
の
加
盟
国
か
ら
の
労

働
者
に
権
利
が
保
障
さ
れ
る
べ
き
具

体
的
な
領
域
と
し
て
、
雇
用
へ
の
ア

ク
セ
ス
、
労
働
条
件
、
社
会
的
お
よ

び
税
制
上
の
扶
助
・
優
遇
、
職
業
訓

練
へ
の
ア
ク
セ
ス
、
労
働
組
合
へ
の

加
入
、
住
宅
、
子
供
の
教
育
へ
の
ア

ク
セ
ス
を
あ
げ
て
い
る
。
欧
州
委
に

よ
れ
ば
、
他
の
加
盟
国
で
働
く
労
働

者（
自
営
業
者
等
を
除
く
）は
二
〇
一

二
年
に
六
六
〇
万
人
、
域
内
の
人
口

の
三
・
一
％
を
数
え
る
（
図
表
）（
２
）。

　

こ
う
し
た
法
整
備
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
欧
州
委
に
は
差
別
的
な
慣
行
や

障
壁
に
関
す
る
多
く
の
申
し
立
て
が

あ
る
と
い
う
。
例
え
ば
、
異
な
る
採

用
条
件
や
、
特
定
の
職
位
に
関
す
る

出
身
国
要
件
、
実
行
上
異
な
る
労
働

条
件
（
報
酬
、
キ
ャ
リ
ア
展
望
、
等

級
な
ど
）、
奨
学
金
な
ど
の
社
会
的

扶
助
・
優
遇
制
度
の
適
用
に
際
し
て
、

自
国
民
に
有
利
な
条
件
の
設
定
（
例

え
ば
当
該
国
で
の
居
住
を
要
件
と
す

る
な
ど
）、他
国
で
の
職
業
経
験
（
特

に
公
共
部
門
）
や
他
国
で
取
得
さ
れ

た
職
業
資
格
を
適
切
に
考
慮
し
な
い

（
あ
る
い
は
自
国
労
働
者
と
は
異
な

る
形
で
考
慮
す
る
）
―
―
な
ど
。
ま

た
、
他
国
で
就
労
す
る
際
の
権
利
が

十
分
に
周
知
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
、

労
働
者
の
自
由
な
移
動
の
障
壁
に

な
っ
て
い
る
と
欧
州
委
は
み
て
い
る

（
３
）。

　

欧
州
委
が
今
回
採
択
し
た
指
令
案

（
４
）は
、
域
内
の
労
働
者
や
そ
の
家

族
の
権
利
保
護
の
適
切
な
実
施
と
そ

の
手
段
に
関
す
る
加
盟
国
共
通
の
枠

組
み
を
設
置
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
以
下
の
諸

点
に
つ
い
て
加
盟
各
国
に
取
り
組
み

を
要
請
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

・
域
内
か
ら
の
労
働
者
の
権
利
に
つ

い
て
労
働
者
自
身
お
よ
び
雇
用
主

に
情
報
提
供
、
支
援
、
ア
ド
バ
イ

ス
を
行
う
専
門
の
ア
ク
セ
ス
・
ポ

イ
ン
ト
を
設
置

・
権
利
侵
害
の
是
正
に
関
す
る
適
切

な
手
段
（
裁
判
ま
た
は
裁
判
外
の

制
度
を
含
む
）
を
整
備

・
労
働
組
合
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
あ
る
い
は
そ

の
他
の
組
織
が
、
差
別
を
受
け
た

労
働
者
の
代
理
と
し
て
行
政
も
し

図表　加盟国間の労働移動の状況（2012年、千人）

注：自営業者及び国境を越えて通勤する者を除く。なお、ブルガリア、リトアニア、ルーマニアについては他国からの労働者数は不明。
またマルタに関する他国での労働者数は、サンプル数が小さいためデータの信頼性が低い。

資料出所：欧州委ウェブサイト
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く
は
司
法
手
続
き
を
行
う
こ
と
を

認
め
る

・
そ
の
他
、
労
働
者
や
雇
用
主
に
対

す
る
情
報
提
供
の
促
進

　

欧
州
委
は
、
域
内
に
お
け
る
労
働

者
の
移
動
を
円
滑
化
す
る
こ
と
は
、

労
働
者
自
身
だ
け
で
は
な
く
域
内
経

済
の
利
益
に
も
な
る
と
し
て
い
る
。

受
入
国
の
企
業
は
人
材
不
足
を
補
う

こ
と
が
で
き
、
ま
た
受
入
国
経
済
は

彼
ら
が
働
く
こ
と
で
追
加
的
な
生
産

や
サ
ー
ビ
ス
を
実
現
で
き
る
。
ま
た

送
出
国
も
、
自
国
に
留
ま
っ
て
い
れ

ば
失
業
す
る
労
働
者
が
仕
事
を
得
て
、

家
族
を
養
う
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に

就
業
を
通
じ
て
ス
キ
ル
や
経
験
を
向

上
さ
せ
、
自
国
に
帰
る
際
に
は
こ
れ

を
持
ち
帰
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
、

多
様
な
利
益
を
あ
げ
て
い
る
。
一
方
、

移
民
の
流
入
が
受
入
国
の
雇
用
を
奪

う
と
い
う
エ
ビ
デ
ン
ス
は
な
く
、
む

し
ろ
複
数
国
で
経
済
の
拡
大
に
寄
与

し
た
と
分
析
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、

労
働
者
の
移
動
の
経
済
的
な
利
益
を

強
調
し
て
い
る
。

域
内
労
働
者
の
受
け
入
れ
を
め
ぐ

る
問
題

　

労
働
者
の
移
動
の
自
由
に
関
し
て

は
こ
れ
と
並
行
し
て
、
雇
用
主
に

よ
っ
て
一
時
的
に
他
の
加
盟
国
に
派

遣
さ
れ
る
海
外
派
遣
労
働
者

（posted w
orker

）
を
め
ぐ
る
議

論
が
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
法
は
こ
う
し
た
労

働
者
に
つ
い
て
、
現
地
労
働
者
と
の

間
の
平
等
な
取
り
扱
い
（
現
地
の
労

働
法
制
の
適
用
、
地
域
あ
る
い
は
職

種
・
業
種
の
全
て
の
企
業
に
適
用
さ

れ
る
労
働
協
約
等
の
適
用
に
よ
る
労

働
条
件
の
保
障
な
ど
）
を
義
務
付
け

て
い
る
が
、
二
〇
〇
四
年
の
旧
東
欧

諸
国
Ｅ
Ｕ
加
盟
以
降
、
低
賃
金
の
海

外
派
遣
労
働
者
の
増
加
が
問
題
と
な

る
に
至
っ
た
。
背
景
に
は
、
労
働
協

約
の
全
般
的
な
適
用
が
制
度
化
さ
れ

て
い
な
い
国
で
は
企
業
毎
の
協
約
締

結
が
基
本
と
な
る
こ
と
か
ら
、
他
の

加
盟
国
の
企
業
が
派
遣
し
た
労
働
者

に
関
し
て
、
送
出
し
企
業
に
労
働
協

約
の
締
結
や
こ
れ
に
基
づ
く
労
働
条

件
の
遵
守
等
を
義
務
付
け
ら
れ
な
い

と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
任
意
に
適

用
さ
れ
る
協
約
や
適
用
範
囲
が
限
定

的
な
最
低
賃
金
の
順
守
を
義
務
付
け

る
こ
と
は
、
域
内
で
の
開
業
や
サ
ー

ビ
ス
提
供
の
自
由
に
反
し
て
お
り
、

公
正
な
競
争
を
阻
害
す
る
と
い
う
の

が
そ
の
理
由
だ（
５
）。

　

こ
の
た
め
二
〇
一
二
年
三
月
に
は
、

海
外
派
遣
労
働
者
の
権
利
保
護
に
関

す
る
実
施
体
制
の
整
備
を
各
国
に
求

め
る
指
令
案
と
、
こ
う
し
た
状
況
に

お
け
る
団
体
行
動
権
に
関
す
る
規
則

案
が
欧
州
委
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
。

う
ち
後
者
の
規
則
案
は
、
ス
ト
ラ
イ

キ
を
含
む
団
体
行
動
の
実
施
の
権
利

を
、
Ｅ
Ｕ
法
が
保
障
す
る
基
本
権
と

し
て
改
め
て
認
め
た
う
え
で
、
他
の

加
盟
国
に
お
け
る
開
業
や
サ
ー
ビ
ス

提
供
の
自
由
と
の
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮

し
、
目
的
に
対
す
る
適
合
性
や
相
応

性
に
照
ら
し
て
是
非
を
判
断
す
べ
き

こ
と
を
確
認
す
る
内
容
だ
。
し
か
し
、

団
体
行
動
権
の
強
化
を
求
め
て
い
た

Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
の
労
組
や
、
逆
に
新
た

な
法
規
制
に
反
対
す
る
使
用
者
団
体

の
ほ
か
、
争
議
に
関
す
る
権
利
は
加

盟
国
レ
ベ
ル
で
判
断
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
す
る
各
国
議
会
か
ら
も
支
持

を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、

欧
州
委
は
二
〇
一
二
年
九
月
に
同
規

則
の
廃
案
を
決
め
た
（
前
者
の
指
令

案
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
審
議
が

行
わ
れ
て
い
る
）。

　

ま
た
現
在
、
二
〇
〇
七
年
に
Ｅ
Ｕ

に
加
盟
し
た
ル
ー
マ
ニ
ア
お
よ
び
ブ

ル
ガ
リ
ア
か
ら
の
労
働
者
に
対
す
る

就
労
制
限
の
設
置
が
移
行
措
置
と
し

て
加
盟
国
に
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
が
二
〇
一
三
年
末
で
廃
止
と
な

る
こ
と
に
伴
い
、
両
国
か
ら
の
移
民

の
急
増
が
一
部
の
加
盟
国
で
懸
念
さ

れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
や
イ
ギ
リ
ス
な

ど
、
二
〇
〇
四
年
以
降
の
新
規
加
盟

国
か
ら
多
く
の
労
働
者
な
ど
を
受
け

入
れ
て
い
る
九
カ
国
は
、
社
会
保
障

ツ
ー
リ
ズ
ム
（
他
国
の
よ
り
整
っ
た

社
会
保
障
給
付
や
医
療
な
ど
の
制
度

を
目
当
て
と
し
た
移
民
）
の
横
行
を

懸
念
、
六
月
の
司
法
・
内
務
担
当
相

理
事
会
で
議
題
と
す
る
よ
う
欧
州
委

に
要
請
し
た（
６
）。
し
か
し
、
欧
州

委
は
各
国
の
主
張
に
は
根
拠
と
な
る

デ
ー
タ
が
欠
け
て
い
る
と
し
て
態
度

を
保
留
、
ま
た
現
行
の
Ｅ
Ｕ
法
で
も
、

他
の
加
盟
国
で
の
社
会
的
扶
助
に
関

す
る
権
利
は
就
労
ま
た
は
永
住
権
の

保
有
が
前
提
で
あ
り
、
対
応
策
は
講

じ
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る（
７
）。

　

景
気
状
況
も
両
国
か
ら
の
労
働
者

の
受
け
入
れ
に
関
す
る
摩
擦
要
因
と

な
っ
て
い
る
。
移
行
措
置
の
最
終
的

な
期
限
で
あ
る
二
〇
一
三
年
末
に
先

立
っ
て
、
既
に
多
く
の
加
盟
国
が
両

国
か
ら
の
労
働
者
の
就
労
自
由
化
に

踏
み
切
っ
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
で

あ
る
ス
ペ
イ
ン
は
二
〇
一
一
年
、
景

気
低
迷
に
伴
う
雇
用
状
況
の
急
速
な

悪
化
を
受
け
て
、
数
年
来
多
数
を
受

け
入
れ
て
い
た
ル
ー
マ
ニ
ア
か
ら
の

労
働
者
に
対
す
る
就
労
許
可
制
の
再

導
入
（
新
規
入
国
者
に
適
用
）
を
欧

州
委
に
申
請（
８
）、
欧
州
委
は
こ
れ

を
認
め
た
。
当
初
の
期
限
は
二
〇
一

二
年
末
ま
で
で
あ
っ
た
が
、
同
国
の

雇
用
状
況
が
依
然
と
し
て
好
転
し
な

い
こ
と
か
ら
、
二
〇
一
三
年
末
ま
で

の
延
長
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
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す
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推
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さ

れ
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い
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欧
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委
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二
〇
一
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年
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調
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よ

れ
ば
、
Ｅ
Ｕ
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民
の
六
七
％
が
他
国
で

就
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す
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際
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い
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い
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、
ま
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理
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５　

本
誌
二
〇
一
二
年
七
月
号
の
Ｅ
Ｕ
記

事
参
照
。
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
関
連

す
る
数
次
の
事
案
で
こ
う
し
た
判
断
を

示
し
て
い
る
。

６　

た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
Ｅ
Ｕ
市

民
の
社
会
保
障
給
付
の
受
給
や
公
的
医

療
な
ど
一
部
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

に
一
定
の
制
限
を
設
け
る
こ
と
が
検
討

さ
れ
て
い
る
。
政
府
は
直
接
の
言
及
を

避
け
て
い
る
が
、
ル
ー
マ
ニ
ア
・
ブ
ル

ガ
リ
ア
労
働
者
の
急
激
な
流
入
の
防
止

策
の
一
環
と
み
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

給
付
な
ど
の
適
用
条
件
に
つ
い
て
イ
ギ

リ
ス
人
と
他
の
加
盟
国
か
ら
の
移
民
に

異
な
る
条
件
を
設
け
る
こ
と
は
出
身
国

に
よ
る
差
別
と
判
断
さ
れ
る
可
能
性
が

あ
る
。
二
〇
一
一
年
に
は
、
イ
ギ
リ
ス

で
低
所
得
層
向
け
給
付
（
所
得
調
査
制

求
職
者
手
当
、
所
得
連
動
制
雇
用
・
生

活
補
助
手
当
、
住
宅
給
付
、
児
童
給
付

な
ど
）
を
申
請
す
る
Ｅ
Ｕ
市
民
に
対
し

て
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
二
〇
〇
四
年
に
導

入
し
た
居
住
権
テ
ス
ト
（
求
職
あ
る
い

は
就
労
・
就
学
中
、
ま
た
は
自
ら
及
び

家
族
の
生
活
を
維
持
す
る
資
力
が
あ
る

こ
と
が
条
件
）
に
つ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス

人
申
請
者
と
異
な
る
扱
い
に
当
た
る
と

し
て
欧
州
委
が
こ
れ
を
廃
止
す
る
よ
う

勧
告
し
て
い
た
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス

政
府
が
対
応
一
三
年
五
月
末
、
Ｅ
Ｕ
法

違
反
と
し
て
欧
州
司
法
裁
判
所
に
提
訴

す
る
こ
と
を
決
め
た
。

７　

な
お
、
欧
州
委
司
法
局
が
五
月
に
公

表
し
た
Ｅ
Ｕ
市
民
の
権
利
の
実
施
状
況

に
関
す
る
報
告
書
は
、
む
し
ろ
域
内
労

働
者
の
権
利
促
進
を
図
る
べ
き
で
あ
る

と
の
立
場
か
ら
、
他
の
加
盟
国
で
失
業

状
態
に
あ
る
Ｅ
Ｕ
市
民
が
滞
在
先
で
求

職
活
動
を
行
い
易
く
す
る
た
め
、
失
業

給
付
の
支
給
期
間
を
現
行
の
Ｅ
Ｕ
法
が

規
定
す
る
三
カ
月
か
ら
六
カ
月
に
延
長

す
る
法
改
正
を
提
案
し
て
い
る
。

８　

本
誌
二
〇
一
一
年
一
〇
月
の
Ｅ
Ｕ
記

事
参
照
。
政
府
は
同
施
策
の
導
入
に
際

し
て
、
国
内
に
既
に
入
国
し
て
い
る
ル
ー

マ
ニ
ア
人
の
雇
用
を
守
る
こ
と
を
目
的

の
一
つ
に
あ
げ
て
い
た
。
ス
ペ
イ
ン
に
は
、

二
〇
一
二
年
九
月
時
点
で
国
内
の
外
国

人
の
一
七
％
に
あ
た
る
九
一
万
人
の

ル
ー
マ
ニ
ア
人
が
居
住
し
て
い
る
が
、

就
業
率
は
五
割
に
と
ど
ま
り
、
多
く
が

失
業
し
て
い
る
と
い
う
（
失
業
率
は
国
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を
拒
否
し
た
た
め
、
欧
州
委
は
二
〇
内

平
均
の
二
三
％
に
対
し
て
三
六
％
）。

【
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Ｉ
Ｌ
Ｏ

若
者
の
高
失
業
、
傷
跡
は
数

十
年
に
―
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
二
〇
一

三
年
版
報
告
書

　

国
際
労
働
機
関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
は
五

月
一
八
日
、
二
〇
一
三
年
版
報
告
書

『
世
界
の
雇
用
情
勢
―
若
者
編
』
を

発
表
し
た
。
世
界
的
な
景
気
回
復
の

鈍
化
に
よ
る
若
者（
一
五
～
二
四
歳
）

の
失
業
率
の
高
止
ま
り
は
、
貴
重
な

就
業
体
験
の
喪
失
や
職
業
技
能
の
衰

退
な
ど
の
長
期
的
な
結
果
を
招
き
、

数
十
年
も
傷
跡
を
残
す
可
能
性
が
高

い
と
指
摘
し
て
い
る
。
同
報
告
書
の

概
要
は
以
下
の
と
お
り
。

一
三
年
の
失
業
率
一
二
・
六
％
、

失
業
者
七
三
四
〇
万
人

　

報
告
書
に
よ
る
と
、
世
界
の
若
年

失
業
率
は
、
〇
九
年
の
一
二
・
七
％

か
ら
一
一
年
に
は
一
二
・
三
％
に
低

下
し
、
一
二
年
は
再
び
一
二
・
四
％

に
上
昇
し
た
。
一
三
年
は
〇
七
年
の

経
済
危
機
前
の
水
準（
一
一
・
五
％
）

を
一
・
一
％
ポ
イ
ン
ト
上
回
る
一
二
・

六
％
に
上
昇
し
、
一
八
年
ま
で
に
一

二
・
八
％
に
達
す
る
と
予
想
さ
れ
る
。

一
三
年
の
世
界
の
若
年
失
業
者
数
は
、

〇
七
年
よ
り
三
五
〇
万
人
、
一
一
年

よ
り
八
〇
万
人
多
い
、
七
三
四
〇
万

人
に
上
る
と
い
う
。

　

世
界
の
若
年
就
業
率
は
、
若
者
の

失
業
増
加
と
労
働
力
率
の
低
下
に
よ

り
、
〇
七
年
の
四
四
・
八
％
か
ら
一

三
年
は
四
二
・
三
％
、
一
八
年
に
は

四
一
・
四
％
に
低
下
す
る
と
予
想
さ

れ
る
。
若
年
失
業
率
は
近
年
、
成
人

失
業
率
の
ほ
ぼ
三
倍
の
状
況
が
続
い

て
お
り
、
一
三
年
の
若
年
失
業
率
も

成
人
失
業
率
の
二
・
七
倍
と
見
込
ま

れ
る
。

一
二
年
の
先
進
国
の
若
年
失
業
率
一

八
・
一
％
、
一
五
年
ま
で
一
七
％
強

　

先
進
国
・
欧
州
連
合
に
お
け
る
一

二
年
の
若
年
失
業
率
は
、
過
去
二
〇

年
間
で
も
っ
と
も
高
い
一
八
・
一
％

と
な
っ
て
い
る
。
若
年
失
業
率
は
一

五
年
ま
で
一
七
％
を
上
回
る
状
況
が

続
き
、そ
の
後
一
八
年
ま
で
に
一
五
・

九
％
に
低
下
す
る
と
予
想
さ
れ
る
。

　

〇
八
～
一
二
年
に
か
け
て
、
先
進

国
の
若
年
失
業
者
数
は
二
〇
〇
万
人

（
約
二
五
％
）
以
上
増
加
し
た
。
一

二
年
第
２
四
半
期
に
は
、
先
進
国
の

三
分
の
二
で
若
年
失
業
率
が
一
五
％

を
超
え
て
い
た
。

　

〇
八
～
一
〇
年
に
か
け
て
、
就
業
、

学
業
、
訓
練
の
い
ず
れ
に
も
就
い
て

い
な
い
若
者
の
割
合
、
す
な
わ
ち

「
ニ
ー
ト
」
率
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国

平
均
で
二
・
一
％
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し

一
五
・
八
％
に
達
し
た
。
若
者
の
六

人
に
一
人
が
仕
事
に
も
学
業
に
も
就

か
ず
、
訓
練
も
受
け
て
い
な
い
。

　

先
進
国
で
は
、
若
者
の
失
業
危
機

が
求
職
期
間
の
長
期
化
や
雇
用
の
質

の
低
下
を
招
い
て
い
る
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

諸
国
の
大
半
で
、
若
年
求
職
者
の
三

分
の
一
が
六
カ
月
以
上
失
業
し
て
い

る
。

　

欧
州
で
は
、
臨
時
雇
用
や
パ
ー
ト

タ
イ
ム
雇
用
を
含
む
非
正
規
雇
用
に

従
事
す
る
若
年
就
業
者
の
割
合
が
上

昇
し
て
い
る
。
こ
の
上
昇
の
か
な
り

の
部
分
を
非
自
発
的
に
非
正
規
雇
用

に
就
く
若
者
が
占
め
て
い
る
。
一
一

年
の
欧
州
の
若
年
就
業
者
の
う
ち
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
が
二
五
・
〇
％
、

臨
時
雇
用
が
四
〇
・
五
％
を
占
め
て

い
た
。

地
域
差
が
大
き
い
途
上
国
の
失
業
率

　

一
二
年
に
若
年
失
業
率
が
も
っ
と

も
高
か
っ
た
地
域
は
中
東
（
二
八
・

三
％
）と
北
ア
フ
リ
カ（
二
三
・
七
％
）

で
、
も
っ
と
も
低
か
っ
た
地
域
は
東

ア
ジ
ア
（
九
・
五
％
）
と
南
ア
ジ
ア

（
九
・
三
％
）
で
あ
っ
た
。
一
二
～

一
八
年
に
か
け
て
、
若
年
就
業
率
は

先
進
国
・
欧
州
連
合
を
除
く
す
べ
て

の
地
域
で
低
下
す
る
と
予
想
さ
れ
る
。

低
下
幅
は
南
ア
ジ
ア
一
・
一
％
ポ
イ

ン
ト
、
東
ア
ジ
ア
二
・
五
％
ポ
イ
ン

ト
と
ア
ジ
ア
地
域
で
最
大
と
な
る
。

　

貧
困
率
や
不
安
定
雇
用
の
比
率
が

高
い
国
・
地
域
で
は
、
失
業
問
題
と

並
ん
で
、
悪
質
な
雇
用
が
若
年
者
雇

用
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
南
ア
ジ
ア
地
域
と
サ
ブ
サ
ハ
ラ

ア
フ
リ
カ
地
域
の
若
年
失
業
率
は
比

較
的
低
い
が
、
こ
れ
は
貧
困
率
が
高

く
、
多
く
の
若
者
が
働
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
イ
ン

ド
で
は
、
所
得
が
一
・
二
五
米
ド
ル

の
貧
困
ラ
イ
ン
を
上
回
る
世
帯
の
若

年
失
業
率
が
、
所
得
が
貧
困
ラ
イ
ン

よ
り
低
い
世
帯
の
そ
れ
よ
り
も
高
い
。

先
進
国
の
進
学
率
上
昇
で
高
学
歴

者
が
低
技
能
職
に

　

先
進
国
で
は
教
育
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の

底
辺
層
の
人
々
の
方
が
技
能
の
供
給

と
需
要
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
・
リ
ス
ク
が

高
く
、
高
技
能
者
と
比
較
し
て
低
技

能
者
の
失
業
率
の
方
が
高
い
。
こ
の

タ
イ
プ
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
は
一
〇
～
一

一
年
に
か
け
て
増
加
し
、
低
技
能
の

若
者
の
労
働
市
場
で
の
地
位
を
低
下

さ
せ
た
。

　

ま
た
、
自
ら
の
学
歴
に
相
応
し
い

職
よ
り
も
低
位
の
職
に
就
か
ざ
る
を

得
な
い
若
者
も
増
え
て
い
る
。
こ
う

し
た
「
教
育
過
剰
」
の
若
者
の
比
率

は
〇
二
～
一
〇
年
に
か
け
て
一
・

五
％
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
た
。
そ
の
一

因
は
進
学
率
の
上
昇
に
あ
る
。
過
去

二
年
間
で
は
、
経
済
危
機
の
影
響
に

よ
り
「
教
育
過
剰
」
の
若
者
の
比
率

が
一
・
四
％
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
た
。

教
育
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
底
辺
層
の
若
者

は
、
た
と
え
自
分
に
最
適
な
資
格
の

仕
事
に
就
い
た
と
し
て
も
、
行
列
の

後
ろ
に
追
い
や
ら
れ
る
。

途
上
国
で
は
若
者
雇
用
の
大
半
が

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
部
門
に

　

発
展
途
上
国
の
若
者
は
不
完
全
就

業
や
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
の
課
題
に
直

面
し
、
農
村
部
、
都
市
部
と
も
に
、

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
経
済
に
従
事
す
る

若
年
労
働
者
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。

低
所
得
国
の
若
者
は
、
先
進
国
の
若

者
が
失
業
中
に
享
受
で
き
る
社
会
的

保
護
制
度
の
恩
恵
も
受
け
ら
れ
な
い
。

　

発
展
途
上
国
で
は
、
質
の
悪
い
雇

用
が
主
流
で
あ
る
。
若
年
労
働
者
の

多
く
が
非
正
規
雇
用
に
従
事
し
、
就

業
中
の
仕
事
に
見
合
っ
た
資
格
を
持

た
ず
、
そ
の
こ
と
が
企
業
の
生
産
性

や
労
働
者
の
安
全
に
も
影
響
を
お
よ

ぼ
し
て
い
る
。

若
者
対
象
の
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・

ワ
ー
ク
決
議

　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
加
盟
一
八
五
カ
国
の
政
労

使
代
表
は
、
一
二
年
六
月
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ

総
会
に
お
い
て
、
決
議
「
若
年
雇
用

の
危
機
―
行
動
の
要
請
」
を
採
択
し

た
。
こ
の
決
議
は
、
若
者
を
対
象
と

す
る
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
を
促

進
す
る
た
め
の
政
策
と
し
て
、
①
総

需
要
を
増
や
し
、
資
金
調
達
環
境
を

改
善
す
る
雇
用
・
経
済
政
策
、
②
学

校
か
ら
仕
事
へ
の
移
行
を
容
易
に
し
、

労
働
市
場
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
を
防
ぐ
教

育
と
訓
練
、
③
不
利
な
条
件
に
置
か

れ
た
若
者
の
雇
用
を
対
象
と
す
る
労

働
市
場
政
策
、
④
潜
在
的
な
若
年
企

業
家
を
援
助
す
る
企
業
家
精
神
と
自

営
、
⑤
若
者
が
平
等
な
待
遇
を
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
国
際
労

働
基
準
に
基
づ
く
労
働
の
権
利
―
―

の
五
つ
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。

（
国
際
研
究
部
）


